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文献に見る少年院における読書指導の実践 

船水雄斗（慶應義塾大学大学院）chico0216@keio.jp 

 

 本研究では，少年院において読書指導がどのように実践されているかを明らかにすることを目

的に，法務教官による読書指導の事例報告及び論考 81件を対象に文献調査を実施した。分析の結

果，少年院における読書指導が矯正教育の「生活指導領域」に位置付けられ，「処遇段階別」に実

施される事例が多くを占めた。読書指導の事例を扱う文献は，「個別指導」における課題読書指導

が 26件と最も多く，個人別矯正教育計画に基づいて実施されていることがわかった。 

 

1.研究背景・目的 

1.1少年院における矯正教育と読書の規程 

 少年院とは，家庭裁判所から保護処分として

送致された少年に対し，その健全な育成を図る

ことを目的として，矯正教育や社会復帰支援等

を行う法務省所管の施設である（法務省,n.d.）。

犯罪的傾向の程度及び心身の状況等に応じて，

“おおむね 12歳以上 26歳未満のもの”を収容

している（少年院法第 4条）。全国に 42施設あ

る（令和 7年 10月 21日現在）。 

 少年院における処遇の中核となるのは矯正

教育であり，“在院者の犯罪的傾向を矯正し，

並びに在院者に対し，健全な心身を培わせ，社

会生活に適応するのに必要な知識及び能力を

習得させることを目的”として，“在院者の特

性に応じ，指導を適切に組み合わせ，体系的か

つ組織的にこれを行うもの”である（少年院法

第 23条）。在院者には，生活，職業，教科，体

育及び特別活動の 5つの領域にわたり，指導が

行われる（少年院法第 24条から第 29条）。 

少年院では，処遇の段階を設けており，在院

者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他

の処遇を行うため，1 級，2 級及び 3 級に区分

される。在院者は，まず 3 級に編入され，その

後，改善更生の状況等に応じて上位又は下位の

段階に移行し，これに応じて，その在院者にふ

さわしい処遇が行われる（法務省,n.d.）。 

 少年院法に読書についての規定が盛り込ま

れたのは，2014年の改正からである。“在院者

の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の

整備”，“矯正教育等への積極的な活用”が定め

られている（少年院法第 78 条第 1 項）。また，

在院者の書籍等の閲覧に関する訓令において，

備付書籍等には“学習，職業，教養及び適当な

娯楽に関する書籍等が含まれるよう配慮しな

ければならない”とされる（法務省矯少訓第 5

号第 2 章第 3 条）。さらに，在院者の書籍等の

閲覧に関する訓令の運用についての依命通達

は“備付書籍等については，在院者の矯正教育

及び円滑な社会復帰のための支援に際し使用

するほか，余暇時間等においても在院者が自主

的にこれらを閲覧するよう積極的に奨励する

こと”としている。 

1.2少年院における読書の動向研究 

 日置（2021）は，2019年に全国の少年矯正施

設を対象に読書環境に関する質問紙調査を実

施し，回答した 39 の少年院すべてが読書を活

用した矯正教育の取り組みはあると回答して

おり，取り組みの内容も多様であった。 

 津田（2025）は，1970年代から 1980年代に

おける少年院の読書指導と実践に焦点を当て，

文献調査と久里浜少年院の課題図書リストを

分析し，読書指導に最も期待された効果は，図

書のストーリーを代理的に体験することを通

した人格形成であり，カリキュラムの中で人格

の陶冶を目指すという点に特徴があるとした。 

 これまで少年院における読書指導の実践を

文献から網羅的・横断的に分析した研究は行わ
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れてない。そこで，本研究では，法務教官によ

って書かれた読書指導に関する文献を対象に，

文献の時代ごとの変遷と結びつけながら分析

し，少年院において読書指導がどのように実践

されているかを調査し，今後の研究の課題を明

らかにすることを目的とする。 

2.「法務教官の読書指導論」に係る文献収集 

 国内の少年院の読書または図書に関する情

報を収集した。検索には，矯正図書館の OPAC，

CiNii Reserchを用いた。検索結果について，書

誌事項の確認を行い，判断が困難な時には全文

の確認を行い，次の 2つの条件，すなわち （a）

少年院の読書を主題としている，（b）著者の所

属が矯正施設であることを満たす文献を選ん

だ。具体的に矯正図書館の OPACでは，タイト

ル検索「読書 OR 図書」で 506 件が見つかり，

（a）（b）の基準に合うものを 75 件抽出した

（2025 年 7 月 29 日）。CiNii Reserch では，フ

リーワード検索「“少年院 図書” OR“少年院 読

書”」で 457件，「矯正 読書」で 74件が見つか

り，（a）（b）の基準に合うものを 4件抽出した

（2025年 8月 7日）。その中から重複している

4 件を除いて 75 件となった。また，先行研究

の引用文献と，補足的な検索結果を追加し，最

終的に 81件が本稿の対象となった。 

3.調査結果 

3.1.文献の分類 

 対象文献 81 件の分類及び集計を行った。初

めに，文献数の年次推移を第 1図に示す。1970

年代の文献数が 24件と最も多く，2010年代は

4件，2020年代は 0件となっている。 

 

第 1図 文献数の推移 

 次に「文献の掲載誌」による分類結果を第

1表に示す。 

第 1表 文献の掲載誌による分類 

 

文献の形式の観点からは，事例報告 75 件と

論考 6 件に分類することができた。事例報告

は，特定の少年院における読書指導の実践や経

験談が含まれている。論考は，少年院全般の読

書指導の方法について論じている。 

著者の所属施設の観点からは，41 の少年院

が確認され，矯正管区（全国 8地域）別に見る

と各地域に 3件以上の文献が確認された。 

 これまでに少年院で行われてきた個々の読

書指導の方法を分析するため，「事例報告」の

うち，「読書指導の方法」について記載のある

文献 71件を対象として，指導方法を年代ごと

に分類した（第 2表）。ひとつの文献中に複数

の方法が紹介されている場合は，文献中で特

に強調されている指導方法で分類した。課題

読書指導は，個別指導において課題図書を指

定して実施される方法で，26件と最も多い。 

第 2表 読書指導の方法による分類 
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3.2.読書指導の位置付け  

 読書指導は，生活指導の有効な指導手段とし

て，長年矯正の場において展開されてきた処遇

方法である（伊藤ら,2007）。矯正教育の内容 5

領域における読書指導の位置付けが明示され

ている文献は，「生活指導」19件，「教科指導」

4件，「特別活動指導」1件だったが，それぞれ

の領域に特化する形ではなく，複数の領域にま

たがって実施されていることが明らかになっ

た。なお，梅村（1991）は，読書指導計画は，

施設全体で取り組み，他の教育活動とも関連を

持たせるべきであるとしている。 

 6 件の文献で処遇段階別の読書指導が図表

にまとめられていた（井上ら,1987;菅,1980;木

村,1981;酒井ら,1976; 田上ら,1983;樋下,1982）。 

3.3.課題読書指導 

 26 件の課題読書指導のうち，最も古いもの

は 1970年だった（第 4表）。当初は「個人読書

療法」という名称が用いられ，面接法や文章を

通じた通信法を用いることが示されていた（水

野ら,1970）。鬼形（1974）は，読書指導のひと

つの試みとして，生徒たちの読書能力を知り，

読むべき図書を指定し，読書ノートや面接で指

導を行う方法を提示し，それらが読書感想発表

会，読書会等集団指導の場に発展できることを

示している。その後，「指定図書指導」，「課題

図書指導」等の名称が登場する（尾山,1977;下

村,1977）。1978年には，読書指導をより体系的

な指導方法として整理しようとする文献が登

場するようになり，課題図書目録も作成される

ようになった（三谷,1978）。 

 文献中の課題読書指導の記載に共通する構

成要素を以下の 4つに分類した。①「読書能力

の把握」は，入院時の学力テスト，読書力検査

（標準読書力診断テスト，読書能力テストD型

等），読書傾向調査，アンケート調査，個別面

接等を通じて，少年の読解力，読書意欲，習慣，

興味関心，問題点等を多角的に把握するもので

ある。②「課題図書の指定」は，把握された情

報に基づき，少年の問題点や処遇方針に合致し

た課題図書を選定する。具体例として，道路交

通法違反の少年に対し交通遺児作文集を課す

ことや，薬物依存の少年に対し依存症の事例の

図書を課す等が挙げられる（富田,1988;野崎

ら,2001）。③「感想文」は，読書ノート，読書

カード，作文用紙，日記張等を配布し，読書内

容の記録，感想，意見等を記入させる。少年が

自己の考えをまとめる訓練となるとともに，法

務教官が少年の心理を把握し，指導の手がかり

とするためのツールとなる。④「個別面接指導」

は，感想文の内容に基づき，少年の考え方，感

じ方，表現方法，内容理解の不足や認知の歪み

等について把握し，個別面接を通じて指導を行

う。なお，課題読書指導は，期間を定めて単独

室で行う特別内省，集中内省，謹慎等の一環と

して用なされることもある（浜田ら, 1999）。 

3.4.課題読書指導に用いられる図書 

 課題図書目録が紹介されているものは 14 件

あった。課題図書目録が初めて登場するのは，

1978年であり，三谷ら（1978）は，60冊の「河

内少年院課題図書目録」を作成している。課題

図書目録に，少年の教育目標ごとにまとめられ

た図書の記載（菅,1980）が見られるようになる

のは 1980年である。 

 門脇（2006）は，『矯正教育の方法と展開:現

場からの実践理論』において，下村(1983)の課

題図書一覧表に言及している。これは複数の少

年院で実施されている個人別矯正教育計画表

から教育目標を収集し項目を分類するという

方法で作成された。個人別項目と類似項目を

「主体的条件に関するもの」と「環境的条件に

関するもの」とに分類している。さらに「主体

的条件に関する個人項目」として「根気」，「自

己統制（含衝動抑制）」，「洞察力（含内省，内

面化）」，「視野の拡大」，「積極性」，「自主・自

律（含自発，主体性）」，「自信」，「責任感」，「協
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調性」の 9 項目，「環境的条件に関する個人別

項目」として，「家族関係の改善」，「健全な職

業観」，「望ましい異性関係」，「シンナー・薬物

等の断絶」，「暴力団からの離脱」の 5項目に分

類した。その上で，これらの 14 項目に対応す

る段階別到達目標と図書 185 冊の課題図書一

覧表として作成している。 

4.考察 

 文献の内容の分析から，日本の少年院におけ

る読書指導は，矯正教育の「生活指導領域」に

位置付けられる事例が比較的多く，個人別矯正

教育に基づく「処遇段階別」に実施されている

ことがわかった。読書指導は「個別指導」，「集

団指導」の 2つの方法に分けられ，他の指導方

法と組み合わせて体系的に実施されていると

する記載が見られた。課題読書指導に関する文

献が最も多く，課題図書は少年の問題性の改善

を目的として，個人別矯正教育計画に基づいて

選択されているとする記載が見られた。 

 文献の分析の結果，2010 年代以降は読書指

導の現状が把握できるような事例報告が減少

しているものの，すべての矯正管区（全国 8地

域）で文献が確認された。さらに，日置（2021）

の調査により，回答した少年院すべてが読書を

活用した矯正教育を実施していることがわか

っている。したがって，読書指導は現在では矯

正処遇関係の研究対象として頻繁に発表され

るような特別な処遇技法（指導方法）ではなく

なり，一般的な処遇技法として全国の少年院に

普及し実施されていると考えられる。 
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米国公共図書館によるホームスクール支援の現状と役割 

乗松恵子（慶應義塾大学大学院）keikonorimatsu@keio.jp 

  

米国ではホームスクールが州法で合法化され，近年では学校教育環境への懸念や COVID19の影響で

その人口が増加している。公共図書館は HS向けのプログラム，リンク集などを通じて支援を展開し

ているが，その支援が果たす役割については十分検討されていない。本研究では，米国公共図書館

によるホームスクール支援の実態を調査した。その結果，公共図書館が交流や学習の機会の提供な

ど学校に通っていれば得られる機会を提供し，多様な教育機会の保障の一役を担っていることが明

らかとなった。 

 

１．背景 

“親が子どもを学校に通わせず，家庭で教育

する”（秦, 2001, p.3）ホームスクール（以下，

HS）は，全米の各州法に基づき制度化されてい

る（Carlson, 2020）。ただし，その規制は州ご

とに異なる。近年では，学校の一部授業に参加

する形態も見られるなど，HSの定義は複雑であ

る。本研究では，HSを“親の監督のもとに行わ

れる教育（Reich, 2002, p.276）”と位置づけ，

HSで学ぶ子どもをホームスクーラー，さらに親

を含める場合は HS家族とする。 

HSを行う背景には，宗教的理由や学校環境の

悪化（人種差別，教育の質など）への懸念など

があるとされている（Cheng & Donnelly, 2019; 

Thomas, 2019）。ホームスクーラーの人口につい

ては増加傾向であるとされ，COVID19 後は，減

少はしたものの以前の水準に戻らず，2023 年

10 月時点で 190 万人から 270万人のホームス

クーラーがいると推定されている（Jamison et 

al., 2023）。但し，全米の 11州において報告義

務がない点（HSLDA, n.d.)，統計への返答率が

低い点から，ホームスクーラー人口を正確に把

握することは難しく，数値が過小評価されてい

る可能性が指摘されている（Kunzman & Gaither, 

2020）。なお，HS には，既存のカリキュラムに

沿った学習を進める伝統的 HS，子供の興味に沿

って学習を進めるアンスクーリング，この二つ

を組み合わせた折衷型 HS など様々なアプロー

チが存在し（McKeon, 2007），各家庭でその実践

方法も異なっている。 

 HS家族は，従来，公共図書館を頻繁に利用す

るとされており，2016 年における「ホームスク

ーラーの親が利用していると報告したリソー

ス」の中で公共図書館が最も割合が高く 66％と

なっている（NCES, 2019）。また，HS支援団体

のウェブサイトや HS の関連書籍にも公共図書

館の活用について言及されている。 

以上のように，ホームスクーラー人口の増加

と HS 家族による公共図書館の日常的な利用と

いう現状を背景として，公共図書館においても

HS支援が展開されている。そして，どのように

HS を支援しているのかについての実践報告

（Caputo, 2022; Gubnitskaia & Smallwood, 

2020）や，特定の州における支援に関して研究

するものがある。Collins（2005）はニュージャ

ージー州，Baaden と Uhl（2009）はニューヨー

ク州の Nassau County 及び Suffolk County，

Murtha と Schofield（2024）は，コネチカット

州の公共図書館を各々調査し，提供されている

HS の内容を明らかにするとともに，HS 家族の

ニーズを把握すること，及びそれを実現する環

境整備が必要であることを示した。また，

Pannone（2019）は，フロリダ州の HS家族のイ

ンタビュー調査から，公共図書館が HS 家族に

とって自宅以外の居心地よい空間となってい

ることを明らかにした。 

 

２．研究の目的 

 以上のように，米国内の特定の地域における

HS 支援についての研究や事例報告がある一方

で，HS支援の具体的な内容，支援の背景，HS家

族に対する公共図書館の役割等について検討

した研究は依然として不足している。そこで，

本研究では，米国公共図書館による HS 支援の
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取り組み内容や提供の背景を明らかにすると

ともに，その支援が果たす役割について検討す

ることを目的とする。 

 

３．研究方法 

 まず，文献から抽出した 52館を対象にウェブ調

査を実施した。その結果を踏まえ，半数以上の館

において確認された HS向けプログラムやリンク集

を掲載している館，または特徴的な支援を行って

いる館を中心に，メール調査およびインタビュー

調査を行った（第 1表）。本稿では，メール調査

及びインタビュー調査を中心に報告する。 

【第 1表】調査対象館及び調査内容 

図書館名（州） 
調査内容 

情報提供 HSプログラム提供 

□Red Hook Public 

Library（NY） 
HS州法の解説ページ  

□ Middle Country 

Public Library（NY） 
教育リソースセンター  

〇 Watertown Free 

Public Library（MA） 
HSリンク集  

〇Johnsburg Public 

Library（IL）  

HSリンク集 

HS理念の解説ページ 

HSリソースセンター 

 

□ Carbondale 

Public Library（IL） 

HSコミュニティカレンダー 

 
 

□ Washington 

County Free Library

（MD） 

 
交流，芸術，文学

など 

□ Nashville Public 

Library（TN） 
 交流，科学など 

▽ Seekonk Public 

Library（MA） 
 交流など 

□Pikes Peak Library 

District （CO） 

教育リソースセンター 

HSニュースレター 

HSリンク集 

交流，科学，文学

など 

□North Manchester 

Public Library（IN） 
HSリソースセンター 科学，芸術など 

〇 Skokie Public 

Library（IL） 
HSリンク集 交流など 

注 1 □メール，▽オンラン会議システム，〇訪問調査 

注2 調査対象以外にもHS支援が提供されている 

 メール調査は 2024 年 5 月 15 日から 6 月

30 日の期間，インタビュー調査は，2024年 8

月 2日から 8月 6日の期間で行った。 

 

４．結果 

4.1 Johnsburg Public Library 

 当館の HSリソースセンターは，2001年に図書

館サービス技術法（Library Services and 

Technology Act, LSTA）の助成金によって設置

された。その契機となったのは，ボランティア

として関与していた HS 支援者（自身もホーム

スクーラーの保護者であった）が，地域の HS家

族のリストを図書館に持ち込み，支援に関する

要望を伝えたことである。その後，アンケート

調査が実施され，リソースセンターの設置が決

定された。リソースセンターという名称ではあ

るものの，図書館内の児童書架の一角にあり，

操作的教材，顕微鏡・望遠鏡などの科学機器，

シティズンサイエンスキット等の非書籍資料，

およびホームスクーラー向けに出版された HS

テキストを含む関連書籍が配架されている。他

館では，HSテキストは高額で種類が多いため収

集が困難とさているが，当館では，前述のボラ

ンティアの協力により選書が可能となってい

る。これらのリソースは，利用者が購入前に内

容を確認できる機会を提供し，不必要な出費を

抑えることを目的として収集されている。また，

非書籍資料については，書籍から上手く学べな

い子どものためでもあると述べられた。 

 他には，HS の具体的な方法を紹介したサイ

トや法律を解説したサイト，地元の HS 協同組

合や HS 支援グループのサイトや連絡先を掲載

した HS リンク集，および古典的 HS，シャーロ

ットメイソンなど 8 つの HS の理念について解

説されたページが提供されている（Johnsburg 

Public Library, n.d.a; Johnsburg Public 

Library, n.d.b; Johnsburg Public Library, 

n.d.c）これらは，ホームスクールに多様な方法

が存在することを周知するとともに，関係当局

への手続きが円滑に進むよう支援することを

目的として提供されている。 

4.2 Pikes Peak Library District 

 当館では，「科学」，「交流」，「文学」プログラ

ム等が提供されているが，ウェブ調査期間中，

特に「科学」プログラムが多く確認された。「科

学」プログラムのテーマは，AIと環境，オーロ

ラ，宇宙計画等である。担当者は，「科学」プロ

グラム，特に AIプログラムは人気があるとし，
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その理由について，家庭ではこのようなトピッ

クに対応することが難しいと感じているので

はないかと推測している。HSプログラム提供の

契機は，HS家族の利用増加を認識した各分館の

図書館員が 2000 年初頭に HS 委員会を設置し

たことが挙げられた。この HS 委員会でプログ

ラムのテーマが決定されているが，HS家族の関

心トピックも考慮されている。HSプログラム提

供の目的については，科学実験や芸術に関する

学習のような学校に通わないことで欠落する

可能性のある機会を提供すること，HS家族間の

つながりの機会を提供することである。なお，

「科学」プログラムでは，地元のユーティリテ

ィ組織（Colorado Springs Utilities），空軍ア

カデミー，  Space Foundation Discovery 

Center 等，地元の組織と協働することで，より

専門的なプログラムが実施されている。さらに，

年 1回，HSリソースフェア，ホームスクーラー

作品展示会も開催されている。 

 また，図書館の二室に操作的教材，物理モデ

ル・解剖モデル，教育ボードゲーム，スナップ

回路等の非書籍資料や HS テキスト以外の学習

書籍が配架された教育リソースセンターが設

置されている。資料は，各々1 点のみの所蔵の

ためより多くの人に使用してもらいたいとの

考えから貸出されていない。但し，COVID19 の

閉鎖期間中から書籍と非書籍資料をセットに

したキットを貸出ている。なお，HS テキストに

ついては種類が多くかつ高額であるとして収

集されていない。 

他にも教育リソース，地元の情報，支援団体

などのリンクが集約された HSリンク集（Pikes 

Peak Library District, n.d.)，バックナンバ

ーのアーカイブも参照できる HS ニュースレタ

ー等が提供されている（Pikes Peak Library 

District, 2025)。 

4.3 North Manchester Public Library 

当館では，「科学」，「芸術」，「交流」をテーマ

にした HS プログラムが，月 2 回程度提供され

ている。基本的に担当者によってプログラムが

運営されているが，地元の芸術家，大学などの

専門家と協働することもある。提供の契機には

担当者の経験が大きく関与している。担当者は，

自身がかつてホームスクーラーであり，現在も

ホームスクーラーの保護者であるという経歴

を有することから，学校における実験や芸術指

導の機会を得にくいホームスクーラーに対し，

支援を提供したいと考えたとのことであった。 

また，HSリソースセンターは児童部門の一角

に設置されており，HSの理念に関する書籍や科

学機器，サイエンスキット等が備えられている。

これらは追加の助成金による購入ではなく，図

書館が従来から所蔵していた非書籍資料を活

用する形で整備されたものである。配架されて

いる高価な実験器具，特定の年齢層を対象とし

た操作的教材等は，家庭への経済的負担が大き

いとして収集されている。 

4.4 Skokie Public Library 

当館では，月に一度「Hello Homeschoolers」

という交流を目的としたプログラムが実施さ

れている。このプログラムでは，図書館員とホ

ームスクーラー，その保護者や指導者が集まり，

図書館のリソースを探求しながら交流を深め

る。これは，図書館の資料やサービスを活用し

たいという要望と，HS家族間のつながりを求め

る声の双方を踏まえたものである。また，担当

者は，図書館での偶然の出会いだけでは関係構

築が十分に進まないうえ，学校に通っていない

子どもにとって公共図書館が他の子どもと交

流する貴重な場の一つであるとし，定期的な交

流の場を設けることの重要性を語った。  

当館では，HS リンク集も提供されているが，

これは，HS101 プログラムのために作成された

資料である。この資料には，近隣の公共図書館，

地元の HS グループ，ホームスクーラーや青少

年向けのプログラムを提供している地元組織

のサイトのリンクが集約されている(Skokie 

Public Library, n.d.)。なお，HS101では，HS 

経験者をパネリストに迎えて HS の方法や州法

の解説，質疑応答が実施された。 

 

５．まとめと考察 

学習資料としては，書籍と非書籍資料が一カ

所に集約して配架され，自宅での学習のための
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リソースセンターとして提供されている事例

が確認できた。書籍には，図鑑等の学習書籍，

HS の理念など関連書籍が含まれるが，HS 支援

者のボランティアの関与のある図書館のみ HS

テキストが提供されていた。非書籍資料は，自

宅で購入するには費用がかかるものであり，家

庭の経済的負担を軽減することを目的に提供

されていた。HS向けのプログラムには，HS家族

間やホームスクーラーの交流とつながりが意

図されたもの，科学実験・芸術等保護者が指導

するには困難と推測されるものが提供されて

いた。その他に，地域の博物館等のリソース，

HS支援団体，HSの実践方法の解説等 HSを実践

するにあたり必要な情報提供が行われていた。 

このような HS 支援の背景には，図書館員が HS

家族の多様なニーズに応えるべきだとする使命感

がある。支援は，HS 経験をもつ図書館員やボラン

ティアの関与に加え，地元の人々や教育関連組織

との協働によって支えられており，ホームスクーラ

ーに深い学びと交流の機会を提供することを可能

にしている。こうした取り組みの結果，米国公共図

書館は，ホームスクーラーに対して学校に通わな

いことで欠落しうる学習，社会化の機会を提供す

る役割も果たしている。また，家庭に対しては，HS

に関する情報提供のみならず，保護者間の交流

やネットワークづくりの場として機能し，教材やプ

ログラムの提供を通じて経済的負担を軽減する

役割も担っていることが示された。本研究では，

米国公共図書館が，子ども達に学校外での多様

な学びを保障し，地域社会における学びの拠点と

して機能していることが明らかとなった。 
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英米における視覚障害者への情報サービス提供のための法制度および政策等の歴史的変遷 
関根博子(慶應義塾大学大学院 文学研究科)  

yamamoto_hrk@keio.jp 
 

本研究では，19世紀後半から2025年までの英米における視覚障害者への情報サービス提
供の歴史的変遷を整理した。その結果，戦争被害者の救済や慈善活動といった契機に基づく
社会的包摂や権利保護への志向性を経て，デジタル環境や国際標準に基づく制度化へと連
続的に転換する過程が明らかになった。また，両国はデジタル資料へのアクセシビリティや国
際的資料交換に傾注する一方，英国は社会的包摂や機会平等，米国は個人の権利保護を基
盤とする点で相違のあることが示唆された。 

 
1. 背景 

情報アクセスの保障は，知る権利および平等な社
会参加の観点から極めて重要な課題である。関根
(2022, 2024)はその一端として，日本における視覚
に障害のある人びと(以下，便宜上，視覚に障害のある
人びとを「視覚障害者」，障害のある人びとを「障害者」
と記す)の情報ニーズやそれを満たす情報源につい
て明らかにした。それらの研究では，視覚障害者の情
報アクセスを保障するために，図書館，とくに公共図書
館による情報サービス提供の重要性が示唆された。
情報サービス提供機関としての図書館は，視覚障害者
を含む障害者の権利をめぐる国際的な議論や条約，
図書館界におけるガイドラインの策定など，国際的な
動向の影響を受けながら現在もなお変化し続けてい
る。したがって，視覚障害者に対する情報サービス提
供のあり方を検討するにあたっては，国内外の動向を
も視野に入れた包括的な理解が不可欠である。 
2. 目的と方法 

本研究では，視覚障害者に対する情報サービス提
供を包括的に理解する一助として，その歴史的変遷を
明らかにすることを目的とする。この種のサービス提
供には法制度や図書館界全体での考え方が重要な役
割を担うと考えられることから，とくにその変遷を概観
する。本稿では，日本の図書館の情報サービス提供体
制の成立と展開に影響を与えていると考えられるイギ
リスおよびアメリカに注目し，両国の情報サービス提
供に関わる主要な法制度，あるいは図書館団体およ
び障害者団体の政策文書や声明，指針等を中心に文
献調査を行う。 
3. 文献調査の対象期間 

情報サービス提供の変遷を時系列的に把握するた
め，文献調査の対象期間を19世紀後半から2025年
までと設定し，この期間を便宜的に以下の4つの期に
区分した。ここでは，各期の歴史的背景と特徴を概観
する。 
(1) 第Ⅰ期 19世紀後半～1950年： 戦争にとも
なう障害者の増加 

種々の戦争のため，障害を負った人びとの増加が
顕著となった時期である。この時期に，戦争被害者，と
くに傷痍軍人の救済という観点から，視覚障害者を含
む障害者への支援制度や福祉的サービスの原型が形
成され始めた。情報サービス提供については，図書館

や慈善団体による保護的もしくは慈善的な支援活動，
あるいは支援者の熱意や宗教的義務感によって行な
われていた時期であるともいえる。 
(2) 第Ⅱ期 1951年～1975年： 障害や障害者の
存在に対する認識の変化 

戦後の社会変動とともに，障害や障害者の存在に
対する認識が変化し始めた時期である。この頃から障
害者は保護や慈善の対象ではなく，健常者と同様に権
利を持ち，健常者と同じく社会に包摂される主体であ
るという認識が育ち始めた。とくに1950年代から
1960年代のアメリカをはじめとした世界各地におけ
る公民権運動や，1970年代に登場した社会モデルは，
障害者を含む多様な社会的弱者の権利回復に大きな
影響を与えた。 
(3) 第Ⅲ期 1976年～2000年： 法による障害
者差別の禁止と包摂の推進 

差別の禁止を目的とする法制度が各国で整備され
始めた時期である。英米では，図書館を含む公共機関
における合理的配慮義務が制度化された。図書館界
でも平等な情報アクセス，そしてその保障のためのア
クセシビリティ確保が重要視され，各種ガイドラインの
策定や実践的な取組が進展した。 
(4) 第Ⅳ期 2000年～2025年： 情報媒体の多
様化と国際化 

情報技術の発展と国際的な連携が進む中で，障害
者への情報サービス提供手段が多様化した時期であ
る。電子書籍や新たな録音媒体などの普及とともに，
情報技術の世界的な標準化が加速した。図書館の役
割も，従来の資料提供に加え，デジタル資源へのアク
セシビリティ促進へと拡大している。 
4. 各時期区分におけるイギリスとアメリカでの主
なできごと 
(1) 第Ⅰ期 19世紀後半～1950年 

前節で述べたこの時期の社会的状況のもとに，イギ
リスでは視覚障害当事者による自助団体が活動を開
始していた。まず，自身も視覚障害者であったT. 
Armitage ら に よ っ て British and Foreign 
Society for Improving the Embossed 
Literature of the Blind(現在のRoyal National 
Institute of Blind People，以下RNIB)が設立さ
れた(RNIB, n.d.)。この団体は，視覚障害者用の文
字媒体の統一を目的に設立された慈善団体であり，そ
の後，図書貸出や生活支援を含む包括的サービスを
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展開した。また，図書貸出においてはM. Arnoldによ
る私設図書館，Lending Library for the Blind(の
ちのNational Library for the Blind，以下NLB)
も大きな貢献を果たした(Munford, 1996)。 

1908年のベルヌ条約ベルリン改正を受け，イギリ
スでは著作権法が1911年に改正された（UK 
Parliament, 1911）。新しく追加されたfair dealing
項目は，例外規定として，私的な研究や引用などの目
的での複製が著作権侵害ではないことを規定したも
のの，視覚障害者等についての言及や例外規定は明
示されなかった。そのため，しばらくの間，図書館や専
門団体は視覚障害者等用図書を製作する際には必ず
著作権者の許諾を得なければならなかった。 

アメリカにおいてはこの時期，国家主導で障害者，
とくに傷痍軍人への支援が制度化され始めた。それが
のちの視覚障害者への情報サービス提供の拡充にお
いて大きな役割を果たしている。具体的にはまず，
1897年にLibrary of Congress(以下LC)が視覚
障害者用閲覧室を開設した(Library of Congress, 
2023a)。ここでは図書の閲覧のみならず，利用者の
文化的，社会的交流の場として多岐にわたる会合が催
されていた(Gerry, 1903)。また，1906年には
American Library Association(以下ALA)が
“どの階級の人びとも等しく市民であり，図書館サービ
スが提供されるべきである”という理念のもと， 
Committee on Library Work with the Blindを
創 設 し た (American Library Association, 
1906)。これは，障害者への差別を撤廃する闘いにお
いて，図書館が主導的な役割を果たすと宣言したこと
を示しているともいえる(Jaeger, 2018)。 

そして，1931年にはPratt-Smoot Actが施行さ
れた(Library of Congress, 2023b)。これは連邦
予算のもとでLCに成人視覚障害者へ図書を貸し出す
体制を確立させた画期的な法律であった。しかし当初
は当該予算が図書の複製のためにしか利用できなか
ったため，流通網の整備が後回しとなり，利用者への
普及は限定的なものであった(St. John, 1957)。 
(2) 第Ⅱ期 1951年～1975年 

前節で述べたこの時期の社会的状況のもとに，イギ
リスでは，1950年代にNLBの協力要請のもと，
Library Association(以下LA)が視覚障害者への
情報サービス提供に尽力し始めた(Leach, 1996)。
とくにLAは視覚障害者による大活字の利用に積極的
な関心を持ち，1960年にはSub-Committee on 
Books for Readers with Defective Sightを設
立し，大活字図書の開発に密接かつ継続的に協力して
いた(Bell, 1980)。 

そのような状況において，1965年，郵政省が視覚
障害者向け物品の郵送を全面無料とするサービスを
開始した。もともと1906年から視覚障害者向け郵送
料割引サービスは存在していたものの(Post Office 
(Literature for the Blind) Act 1906, 1906)，

同年からは図書を含む視覚障害者向け物品の郵送が
す べ て 無 料 と な っ た (The Inland Post 
Amendment (No. 1) Regulations 1965, 
1965)。そのため，その時点で蔵書を多く持つRNIB
等の慈善団体と視覚障害者とのつながりはより強固
になり，それに伴い，公共図書館員は障害者サービス
への関心を減少させていく(Kolousek, 1998)。 

一方，1950年代のアメリカでは，American 
Foundation for the Blindが視覚障害者向け図書
館サービスに関する全国調査を行った(St. John, 
1957)。調査結果は視覚障害者向けの基本的な図書
館サービスの基準設定の必要性を示唆するものであ
り，それを受けてALAはLCと協働し， Standards 
for Regional Libraries for the Blindを策定する
に 至 っ た (Association of Specialized and 
Cooperative Library Agencies, 2017)。この基
準は現在まで続くさまざまなALAのガイドラインの基
礎となっている。 

また，この時期，アメリカでは法制度においても大
き な 進展が 見ら れ た 。 1973 年に 制定さ れた
Rehabilitation Actにおいて，§504，つまり障害
者に対する差別禁止を定めた条項が設けられたので
ある（Pub. L. No. 93-112, §504, 87 Stat. 394）。
しかし，実際の図書館現場での差別抑制は“書籍の点
字版を作成する”程度の対応として形骸化している場
合が大半であった(Kennedy, 2022)。理念は共有
されていたものの，その実践は極めて限定的だったこ
とがうかがえる。 

そのような状況の中，イギリスで登場したのが，
Union of the Physically Impaired Against 
Segregation(以下UPIAS)である。UPIASは，障
害は障害者を排除して成り立っている社会の産物で
あり，社会による排除こそが障害の本質であると規定
し た (Union of the Physically Impaired 
Against Segregation & Disability Alliance, 
1975)。これはのちに「社会モデル」と命名され，世界
の障害者施策に大きな影響を与えた(Barnesほか, 
2004)。それは図書館界にも波及し，障害者の図書
館利用における困難は図書館側の制度設計によって
生じるという考えが広まっていく(Sherman, 2022)。 
(3) 第Ⅲ期 1976年～2000年 

前節で述べたこの時期の社会的状況のもとに，イギ
リスでは，1980年代後半の図書館界において，多様
性と平等の尊重が制度的な課題として取り上げられる
よ う に な っ た 。 ま ず ， 1987 年 に LA が Equal 
Opportunities Policy Statementを採択した。こ
れはあらゆる社会的排除を図書館界から撤廃すると
いう姿勢を公式に打ち出した，LAにとっての大きな前
進であった（Parker, 1992）。 

次いで1989年には，視覚障害者の情報アクセス向
上を目指すShare the Visionプロジェクトが発足し
た（Craddock, 1997）。このプロジェクトはRNIB等
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の専門団体と公共図書館の初の本格的な協働であっ
た。この取り組みを通じ，専門団体の専門性と公共図
書館の地域的インフラとが結びつき，利用者中心の包
括的なサービスの構築が進展した(Owen, 2007)。 

さらに1995年にはDisability Discrimination 
Act（1995 c. 50 (UK)，以下DDA）が制定された。
これは障害を理由とする差別を違法とした，イギリス
初の包括的差別禁止法であり，図書館を含むサービ
ス 提 供 者 に 「 予 見 的 か つ 合 理 的 な 調 整
（anticipatory reasonable adjustment）」を義務
づけた（Lawson & Orchard, 2021）。すなわち，物
理的環境に加え，点字やEPUBなどの代替フォーマッ
トやスクリーンリーダー対応のOPAC等をあらかじ
め整備することが求められるようになったのである。 

一方，アメリカでは1990年，Rehabilitation 
Act§504の理念を継承したAmericans with 
Disabilities Act（42 U.S.C. § 12101 et seq. 
(1990），以下ADA)が制定された。これにより，公的
機関としての図書館には合理的変更（reasonable 
modifications ）や 効果的コ ミュ ニ ケー シ ョ ン
（effective communication）の提供が義務化され
た （ 28 C.F.R. §§ 35.130(b)(7), 35.160 
(1991)）。つまり，必要に応じて，規則の柔軟化のほか，
代替フォーマットやスクリーンリーダー対応といった
補助手段を講じることが義務付けられた。 

また，同時期のアメリカでは，障害者への情報アク
セスの保障に関わる重要な法改正も行われた。まず，
Rehabilitation Actに§508が新設された（Pub. 
L. No. 99-506, § 508, 100 Stat. 1807 
(1986)）。当初は連邦政府における電子オフィス機器
に限定されていたものの，1998年の大改正により適
用対象は電子情報技術全般に拡張され（Workforce 
Investment Act of 1998, Pub. L. No. 105-
220, § 508, 112 Stat. 936 (1998)），現在のア
メリカにおけるデジタル・アクセシビリティ遵守の法的
基盤を構築した。 

さらに，1996年には著作権法に，いわゆる
Chafee Amendmentが導入された（17 U.S.C. § 
121）。これにより，認定団体によるアクセシブルな形
式での複製や頒布が著作権法上の明確な例外規定行
為として認められ，情報の器とコンテンツの双方にお
いてアクセシビリティが確保されることとなった。 
(4) 第Ⅳ期 2001年～2025年 

前節で述べたこの時期の社会的状況のもとに，イギ
リ ス で は 2003 年 ， Copyright (Visually 
Impaired Persons) Act 2002（c. 33 (UK)）が
施行され，Copyright, Designs and Patents Act 
1988(以下CDPA)が改正された。これにより，イギリ
スで初めて，視覚障害者向けのアクセシブルな複製を
認める明示的な例外規定が導入されることとなった。 

さらに，2013年のマラケシュ条約の採択を受け，イ
ギリスは2014年および2018年にもCDPAを改正し

た。とくに2014年の改正では例外規定の対象が拡大
され，視覚障害者に限らず多様な障害者のためのアク
セシブルな資料の複製が円滑化された（Copyright 
and Rights in Performances (Disability) 
Regulations 2014, S.I. 2014/1384 (UK)）。 

また，2018年には，図書館や大学，自治体における
情報サービス提供実務に直結する規則として，The 
Public Sector Bodies (Websites and Mobile 
Applications) (No. 2) Accessibility 
Regulations 2018（S.I. 2018/952 (UK)）が施行
された。これにより，公的機関の提供するウェブサイト
やモバイルアプリへのアクセシビリティ基準に対する
適合が義務化づけられた。 

一方，アメリカでは，2001年にALA評議会が
Library Services for People with Disabilities 
Policy を 採 択 し た （ American Library 
Association, 2001）。これは，包括的な障害者サー
ビス体制を整備する初の公的な方針であり，以降，全
ALA加盟機関にとって遵守すべき行動規範となった。 

マラケシュ条約に基づき，アメリカは2018年に
Marrakesh Treaty Implementation Act（Pub. 
L. No. 115-261, 132 Stat. 3666 (2018)）を制定
した。その後2019年，アメリカは正式に批准国となり，
既存のChafee Amendmentと条約の枠組みとが
接続された。こうして，視覚障害者等用資料の製作や
配布に関して，明確な法的根拠が確立された。 

そして，2024年，アメリカでは，Final Rule on 
Web Accessibility under Title II of the 
ADA(89 Fed. Reg. 23472 (Apr. 24, 2024))
が公表され，公的機関の提供するウェブサイトにアク
セシビリティ基準の適用が義務づけられた。これによ
り，地方自治体や公共図書館等のウェブやモバイルア
プリ上で提供されるコンテンツにもその適用が及ぶこ
ととなった。 
5. 全体のまとめ 

以上の検討から，イギリスおよびアメリカの視覚障
害者への情報サービス提供は，慈善や救済の実践か
ら出発し，権利保障とアクセシビリティ基準の設定，さ
らにデジタル環境と国際的枠組みへの適応という段
階 的 発 展 を た ど っ て き た と 整 理 で き る
（Hammarberg, 2011）。 

その一方で，両国には情報サービス提供の基盤と
なる思想に差異が見られた。イギリスではUPIASに
よる社会モデルの提起以降，特定の人びとが社会的に
排除されている体制，すなわち周縁化の構造を社会
側の障壁として捉え，それを除去する制度的対応が強
調されてきた(Goodley, 2016)。他方アメリカでは，
公民権法制の系譜や図書館界の政策文書を通じて，
個人の権利保障を軸にアクセス拡大を図るアプロー
チが顕著である(Jaeger et al., 2015)。 

差異は差別禁止法制における理念の「重心」にも表
れていた。イギリスの「予見的かつ合理的な調整」は，
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1980年代の図書館界における平等機会方針や全国
的協働に見られるように，包摂と機会平等を社会側の
責務として組み込む方向で制度化された(Lawson, 
2008; Liisberg, 2015)。これに対し，アメリカの「合
理的変更」は，個々の権利救済を起点に，具体的ニー
ズに対する柔軟な対応を通じて普遍的アクセスを実
現する設計が色濃い（Jaeger, 2018）。 
6. 今後の課題 

今後は，障害の範囲を広く想定し，各国の情報サー
ビス提供について，社会的および制度的背景に即した
変遷要因を明らかにするために，さらなる文献調査を
行う必要がある。その分析を通じて，制度設計上の具
体的示唆，すなわち予見的義務と個別調整の最適な
接合や図書館間の連携等に関する示唆を提示するこ
とが目指される。 
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抄録 

本研究の目的は、1950 年に制定された図書館法に関する行政担当者の解説を調査し、その特徴を明らかにする

ことである。文部省の立案担当者の解説と地方公共団体の行政職員の意見を収集し、図書館改革の観点から要点

を抽出し、比較検討した。その結果、新しい法律の解説にはビジョンと発展の方向が示されていること、行政職

員の意見には他では得にくい指摘が含まれていること、民間団体による内容の整理、重要部分の抽出、簡潔な評

価が必要であること、民間団体は、法律を検討の上、実行計画を作成する必要があること等が明らかになった。 

 

1. はじめに 

1.1 研究の背景 

1980年代まで図書館法の解説書としては、文

部省の行政担当者による解説書があり、図書館

関係者（図書館職員、大学教員）（以下、「関係

者」という）による解説書は 1990年以後、日本

図書館協会によって出版された 8）。行政担当者

の解説には所管官庁の考え方が示されているた

め、図書館法の解説を検討する前段階として行

政担当者の解説を調査する必要がある。しかし、

これまで、図書館関係者によって適宜引用され

てきたが、詳しい調査は行われていない。 

行政担当者の解説は 2種類ある。一つは、文

部省の立案担当者の解説で、法律の歴史や関連

法規に詳しい。一つは、地方公共団体の行政職

員の意見で、実務の立場から問題点を指摘する

ことが多い。 

1.2 研究の目的 

本研究の目的は、1950年に制定された図書館 

法に関する 2種類の行政担当者の解説を調査し、

その特徴を明らかにすることである。 

1.3 研究の方法 

文部省の立案担当者の解説と地方公共団体

の行政職員の意見を収集し、図書館改革の観点

から内容の要点を抽出し比較検討する。これら

をもとに、行政担当者の図書館法解説の特徴を

明らかにする。期間は 1945年～88年とする。 

 

２．西崎恵『図書館法』1） 

 立案担当者の解説は数点あるが、最もよく知

られている 1950年の西崎恵『図書館法』を用い

る。前篇、後篇から成り、「前篇 図書館法に

ついて」の「四 図書館法の内容」を取り上げ

る。筆者は 1990 年代～2000 年代の「図書館改

革の時代」に研修資料で本書の図書館の意義に

関する記述を活用した。それを中心に紹介する。 

[ ]内に掲載ページ数を記載する。 

2.1 社会教育法と図書館法の関係 

戦前の図書館では「図書館の社会教育的な意

義が軽視され、一般国民の教育活動と無関係に

図書館が運営される傾向」[46]、「画一的な」「活

動に終わる傾向」[64]があったと述べている。 

社会教育法との関係を「図書館法は（中略） 

社会教育法の趣旨をうけてできている」[42]、

「図書館法の理解のためには、社会教育法の理

解が」「必要となってくる」[46]と述べている。 

社会教育法の中で特に重要なのは第 3条の趣

旨で、国・地方公共団体の任務として、「社

会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、

集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法

により、すべての国民があらゆる機会、あら

ゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する

文化的教養を高め得るような環境を醸成する

ように努めなければならない」と定めている。

この根本的趣旨が「図書館について具体的に展

開されたものが図書館法」である[44]と述べて

いる。 

2.2  定義 

・図書館の目的 

第 2条の「教養、調査研究、レクリエーショ

ン」では、新たに加わった「レクリエーション」

には「今日の疲労をいやして再び明日の人生を

創造する」という所に意味があり、「享楽とは異

なる」[49]ことを指摘しているが、「教養、調査

研究」に関する解説はない。なお、本書前篇の

「二 図書館関係法令の沿革」で 1933（昭和 8）

年の図書館令第 1条の「図書館ハ（中略）公衆

ノ(中略)教養及学術研究ニ資スルヲ以テ目的ト

ス」という条文[26]を挙げている。 
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2.3  設置 

・義務設置と住民への啓蒙 

義務設置を避けた点について「法律的な拘束

力によって図書館を義務的に作るよりも、新し

い図書館の在り方を啓蒙して、住民が本当に図

書館を欲するようにもってゆくところから図書

館運動が展開されるのが，現状としてはよりよ

いと言えるかもわからない」[56]と述べている。 

・教育委員会の責任と指導助言 

 「市町村立図書館を育成してゆく責任は、市

町村の教育委員会にある」[70]、「都道府県の

教育委員会は、その都道府県内の図書館奉仕を

総合的に促進する役割を有する」[108]と述べて

いるが、第 7条の解説は控えめで、指導助言の

内容や効果の詳細は解説していない。 

2.4 図書館奉仕 

・学校教育の支援 

第 3 条の「学校教育」に関して、「図書館は

その土地の学校教育を援助し得るように留意し

なければならない」[64]と述べ、図書館が学習

に必要な資料を備えて勉強しやすいようにする、

「図書館と学校附属の図書館又は図書室とが相

互に協力する」[65]等を挙げている。 

・資料利用のための相談と図書館職員の在り方 

第 3号について、「図書館の職員はそれらの

資料の内容や種類について深い広い知識をもっ

ていて、利用者から色々図書館資料の利用につ

いての相談があった時は、これに応えてやるよ

うにしなければならない」[68]と述べている。

（井内慶次郎は「図書館職員は利用者の中に飛

びこんでゆくべきである」、利用者に近いところ

に机を出して奉仕の仕事をすることが必要であ

ると具体的に述べている 3）。） 

これに続けて、図書館職員の在り方を論じて

いる。「このように考えてくると、これからの図

書館職員は非常に大きな能力を要求されている

ことがわかるのであって、優秀な図書館職員を

得ることが何にもまして必要となってくる」「図

書館法が図書館奉仕の規定と関連して、図書館

の職員の問題を大きくとりあげているのはこの

為である」[68]。 

・時事情報・参考資料の紹介・提供 

第 7号の「時事に関する情報及び参考資料を

紹介し、及び提供すること」を「インフォーメ

ーション・センターとしての図書館の新しい機 

能」と呼び、「時事に関する情報や、時事を判

断する場合に参考となる資料を紹介したり、そ

ういうものを印刷にしたりして提供する」[73]

という具体的な手法を解説している。 

・公民館図書室の育成、技術支援 

8号の公民館について、「公民館の活動の一つ

の中心が図書館資料によるものであるから，図

書館はよく公民館の図書施設を充実してゆくよ

うにこれを育てることが必要である。図書館の

もっている技術的な能力等を公民館に与え，又

公民館からよく住民の要望を聞いて，図書館資

料を地方に流す時の重要な足場にこれを利用す

る面も大切であろう」[75]と述べている。 

2.5  職員 

・図書館長等の司書資格 

第 13条第 3項の館長の司書資格については、

図書館関係者の間に二つの意見があったことを

指摘している。「館長に一定の資格を要求する場

合に、所謂図書館の専門家のみから館長になれ

るようにするか、それとも広く学識経験者の中

からも館長になり得るようにするか、いずれの

意見にも理由のあることである」、従来、わが国

では「館長に余りに素人が横すべりしすぎたた

めに色々な障害の起った事例も」ある[81]。 

附則第 7 項で次のように規定している。「図

書館職員養成所を卒業した者は、第 5条の規定

にかかわらず、司書となる資格を有するものと

する」[93]。 

2.6  公立図書館の公共性 

「公立図書館の公共性を考える上において

注目すべき規定」は「無料公開の原則」と「図

書館協議会の制度」である[98—99]。 

2.7  公立図書館の基準と補助 

二つの基準が解説されているが、両者の関係

は解説されていない。奨励補助金であることが

示されている。「補助金の性格は、必要経費の一

部を国で負担すると言うのでなく、あくまでも

奨励金としての性格のものである」[105]。 

 

３．行政職員の意見 

3.1 江口清治（東京都教育庁社会教育課） 

1950 年～51 年に図書館法を逐条解説してい

る 2）。注・参考文献はない。 

冒頭で「図書館法はあくまで社会教育法との

関連において考えなければならない」、「社会教

育関係施設の整備充実は世論の力に依つてのみ

期待される」と述べている。 

第 10 条の設置について、従来の図書館は国

の事業であったため、「地方公共団体が特に条例
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を設定する必要がなく公示等にて足りる」とい

う解釈をしていたことを指摘している。 

第 19 条の補助金について、補助金を受ける

水準に達しない図書館こそ「補助金によって助 

成してゆくべきであるという意見も相当強いよ

うである」と述べている。 

3.2 中津栄三（市立三原図書館） 

 『図書館雑誌』1961 年 12 月号の「北から南

から」への投稿である 4）。図書館の義務設置等

の 4項目の実現に必要な法改正の詳細（改正条

文）を示し、司書等の専門職員としての必置化

については、地方自治法第 180条の 8第 3項別

表第 6への記載が必要であることを指摘し、同

法の改正が必要であることを示している。 

3.3 宇井儀一（神奈川県立図書館長） 

日図協図書館法改正委員会が 1961 年 6 月に

提出した「図書館法改正に関する意見書」に関

する私見を 7項目挙げ、その中で補助金の交付

基準を論じている 5）。法律と省令の二段階での

規定、基準と現実との甚だしい遊離に疑問を示

し、図書館の補助金は奨励的性質のため、基準

は省令で定め、客観状況の変化に応じて操作し

やすくする方がよい、また、図書館長に司書資

格を義務付けることは地方公共団体の人事行政

から見て適切でないと述べている。 

3.4 武田英治（元神奈川県教育長、図書館長） 

 1979年12月の「図書館法研究シンポジウム」

で「図書館法の諸問題」を報告した 6）。図書館

と社会教育、義務設置論議、図書館財政（補助

金、単位費用等）、望ましい基準案等の 6項目に

ついて行政法の知識を用いて論じている。 

図書館活動は法律上すべて社会教育に含ま

れること、図書館は法律上教育機関であるため、

自律性、主体性が重視されることを指摘してい

る。補助金については、最低基準を達成した図

書館に交付されることから、最低基準以下の図

書館は切り捨てられることを指摘している。そ

のほか、基準財政需要額の単位費用の実態を検

討し、問題点を指摘している。 

3.4 浅見勝也（大阪府立中之島図書館長） 

1981 年に都道府県立図書館の法制を戦前か

ら歴史的に検討している 7）。図書館法を含むこ

れまでの法令では都道府県立図書館と市町村立

図書館の役割分担を定めた一般的規定は見られ

ないことを指摘し、地方自治法をもとに、都道

府県立図書館は市町村立図書館に対する補完的

機能を果たすべきであると述べている。 

４．考察 

4.1 西崎恵『図書館法』 

1）社会教育法と図書館法の関係 

図書館関係者には、社会教育法理解のための

学習が必要である。本書には社会教育法の解説

があり、図書館の目的に関する規定を補足して

いるが、図書館の立場を考慮した社会教育のよ

り詳しい解説書とその学習が必要である。 

2）定義 

 図書館の規模にかかわらず、すべての図書館

の目的に「調査研究」が含まれていることはき

わめて重要で、強調する必要がある。 

3）設置 

住民への啓蒙は、国の施策を求めがちな関係

者に住民の意向が重要であることを示した点で

優れている。これは図書館政策の根本で、図書

館界を挙げて啓蒙活動を工夫する必要がある。 

4）図書館奉仕 

 第 3条 2項に関し、「米国教育使節団報告書」

に見られる「自由に、制限なく」利用できるた

めの開架・貸出の解説が必要である。 

 資料利用のための相談と専門職員の在り方を

結び付けていることから、専門職員制度の実現

にはレファレンスサービスの実施が不可欠であ

り、それには養成教育の充実が必要であること

がわかる。 

 「時事情報」は、変化の激しい社会の安定、

「正しい世論」の創造をめざすものである。広

く捉えれば、現代社会の諸問題に関する情報と

理解できる。筆者は、自治体情報やビジネス情

報の提供と結び付けていた。 

公民館との連携は現在でも十分ではない。ま

ず、公民館・社会教育関係者に図書室の重要性

や活用方法の理解を求める必要がある。図書館

の持つ「技術的な能力等」を公民館に提供する

ことは重要だが、図書館と公民館は独立した施

設で、意思疎通は容易ではない。図書館の明確

な方針、図書館と公民館の意思一致が必要であ

り、そのためには、公民館と図書館を含む地域

連携を進める政策、職員研修や人事交流を含む

連携の基盤づくりが重要である。 

第 7条では「求めに応じて」「専門的、技術

的」、第 8条では「協力を求めることができる」

の意味が解説されていない。第 7条をもとに指

導助言を行うには、市町村教育委員会の「求め」

が必要である。総合目録等では全市町村が対象

となるため、「協力を求める」という穏やかな
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文言になっていると考えられる 9）。 

5）職員 

 関係者の文献で、館長の司書資格の根拠とし 

て、「色々な障害の起った事例」の文を引用して 

いるものがあったが、具体的な事例等は解説に 

は挙げられていないため、関係者が自ら調査し 

て明らかにする必要がある。 

6）公立図書館の公共性 

住民と同様に協議会委員に対しても啓蒙活

動・情報提供活動が必要である。これらの活動

は全国共通であるから、全国的な団体による対

応が望ましい。 

7）公立図書館の基準と補助 

奨励補助金の意味の解説が必要である。 

4.2 行政職員の意見 

 5つの意見には、文部省関係者の解説からは 

得にくい図書館改革に重要な指摘が含まれてい 

る。図書館法に関する行政職員の意見を収集・ 

整理する担当者（専門家、委員会）が必要であ 

る。地方公共団体の行政職員の意見を聞く機会 

も必要である。 

 江口は他に見られない意見を紹介している。 

中津の意見は、関係者が触れないことの多い結 

論（改正条文）を示したもので、重要であり、 

きわめてわかりやすい。宇井の指摘は、補助金 

の条件に関する早い段階での数少ない指摘で、 

後に法改正されている。武田の社会教育と図書 

館に関する議論は後に引用され活用されている。 

補助金の性格は、公民館との相違点であり、江 

口も指摘している。基準財政需要額に関する議 

論は貴重な意見で、他にも文献がある。浅見の 

議論は、都道府県立図書館の制度に関する研究 

として最初のもので、一応の結論を示している。 

4.3  まとめ 

1）立案担当者の解説の意義 

 法律制定後、法改正後の解説には、法律がめ 

ざすビジョン（インフォメーションセンター、 

レファレンスサービス等）と発展の方向が示さ 

れている。関係者はこれを受けとめて議論する 

必要がある。異論や疑問がある場合は、専門家 

に問題点の整理を求める必要がある。 

立案担当者の解説には法律上の手続きなど 

煩雑な部分が含まれているため、民間団体によ

る内容の整理、重要部分の抽出、簡潔な評価が

必要である。 

2）行政職員の意見の意義 

法律には不十分な点があるため、立案担当者 

以外の行政職員の意見を収集・整理するととも

に、意見を聞く機会を設ける必要がある。『図書

館法研究』は日図協の成果であるが、十分活用

されていない。このような書籍に関しては、書

評にとどまらず、詳しく検討する必要がある。 

行政法の専門的事項をどこまで説明するか

も重要である。関係者には理解が困難な場合も

少なくない。立案担当者の解説では説明が省略

されている場合もある。わかりやすい段階的な

解説を専門家に依頼する必要がある。 

3）関係者、民間団体の役割 

関係者から成る民間団体の役割を明確にす

る必要がある。解説や意見には、民間団体が実

施すべきことが示されている場合といない場合

がある。民間団体は、法律を十分検討の上、住

民への啓蒙を含む実行計画を作成する必要があ

る。文部省の解説にもかかわらず、学ばれてい

ないことが多い。 

知名度の低い雑誌に掲載された文献は知名

度の高い雑誌に転載する等の対応が必要である。 
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ワークプレイスにおける知識の共有：3 つの研究領域の関係と課題 
原有希 （慶應義塾大学大学院） yuukihara@keio.jp 

 
生産年齢人口減少や生成 AI 等の技術進化を背景に，ベテランがもつ知識に関心が集まっている。

ワークプレイスの知識共有に関連する検討は複数の研究領域で見られるが，領域間の言及や横断

的な整理はなされていない。そこで,ワークプレイスにおける知識の共有について，情報行動，知

識創造理論，専門的知識共有の研究領域を取り上げ，どのような研究がされており，どのような

関係にあるかを整理し，今後の研究に向けた課題と方向性を明らかにする。 
 
1. ワークプレイスを取り巻く変化 
1.1 ベテランがもつ知識への関心の高まり 
 日本の生産年齢人口は 1995 年をピークに減

少し, 2050 年には 2021 年の約 29％になると見

込まれる（総務省, 2022）。そうした中で，仕事

における高い遂行能力をもつベテラン従業員に

注目が集まっている（経済産業省, 2022）。理由

は，ベテランの知識やノウハウの消滅は，ビジ

ネスの存続のみならず，社会インフラの維持を

脅かすリスクになるからである（リクルートワ

ークス研究所, 2023）。 
 これまで，ベテランの知識が人やシステムを

介してフォーマル，インフォーマルに共有され

て，仕事は成り立ってきた。ところが，ベテラ

ンの退職や従業員の離職増加により，従来のよ

うな知識の共有が難しくなってきた。そのため

企業の経営層では，ノウハウを含む知識共有が

喫緊の課題であるとの認識が高まっている。 
1.2 ワークプレイスのテクノロジー変化 
 ワークプレイスの IT は，経営を取巻く外的

要因に呼応して進化してきた。2000年代は業務

標準化に資するシステム統合技術の加速，2010
年前後からは世界経済後退に伴うコスト抑制に

資する IoT やビッグデータ活用，2020 年以降

はCOVID-19による働き方改革に資するデジタ

ル技術の広がり，そして最近では大退職時代や

生成 AI登場による業務自動化に向けた技術導

入が進む（Bystrom et al., 2019; 総務省, 2022）。 
 現在，企業は AI やロボットへの投資を増加

し，生産性を高めようとしている（内閣府, 2023）。
McAfee ら（2023）は生成 AI が業務に組込ま

れ，何十億のワーカーが日常業務の一部に利用

すると予測する。生成 AI やロボットがルーテ

ィンワークを行い，人には認知的な仕事が残る

との見方もある（Arias et al., 2025）。実際に

Amazon 社では，75万台のロボットを物流倉庫

に導入し，梱包作業等の自動化を図る代わりに，

ワーカーをロボット監督者の役割にリスキリン

グしようとしている（Kelly, 2025）。 
 生成 AI やロボットは，人とテクノロジーの

タスクの分掌を変え，ワークを変容させる可能

性が高い。それに伴い，ワークプレイスにおけ

る知識共有のあり方も変わることが考えられる。

人から人の知識共有に，AI やロボットが加わ

る方向でのテクノロジー開発が期待されている

が，その実現に向けては，ワークプレイスにお

ける知識共有の実態や課題を改めて詳しく理解

することが重要であると考えられる。 
2. 先行研究 
 LIS では，T.D. Wilson を中心に，ワークプレ

イスの Information management 研究において，

組織の情報ニーズや戦略に基づく情報の組織化

が検討されてきた。この研究のスコープや内容

に関係する研究者や実践者は多岐に渡る。分野

では「ビジネスマネジメント」，「情報・コミュ

ニケーション技術」，「公共政策」，「コミュニケ

ーション」等が関係し，研究領域としては「情

報マネジメント」，「情報システム」，「情報技術

管理」等が関わるとされる（Maceviciute & Wilson, 
2002; Maceviciute, 2025）。 
 Information management に関係する代表的な

研究領域にナレッジマネジメント（KM）があ

る。Wilson（2002）は両者の違いを明らかにす

べく，KMにおける知識と情報の区別，暗黙知，

知識管理の概念等を分析した。結果，KM は組

織活動を対象として，コミュニケーション慣行

の変化が情報共有を可能にするとの考えのもと

で業務慣行の管理をするものであり，知識の管

理とは異なると指摘する。また，暗黙知の表出

化を前提とする点については，暗黙知は物事を

行う際に当然の事として受け入れられている知

識であり，全てが表出化されないと指摘する。

KMにおける暗黙知は表出化された知識を指す

が，それは知識ではなく情報であるとし，情報

は管理できるが知識は管理できるものではない

との根本的な考え方の違いを明らかにした。 
 また Maceviciute と Wilson（2010）は，情報

システム研究について，仕事のプロセスに沿っ

た情報利用を可能にする技術的手段に主眼があ

るため，技術要件の策定では，情報行動研究に

よるユーザ行動の違いや理由の理解が役立つと

する。一方で，個人の行動詳細に焦点を当てす
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ぎると，中長期的な情報管理システム開発に向

けて，情報システム研究が求めるユーザ行動の

一般性の理解に適さなくなることを明らかにし，

その改善が情報行動研究の課題であるとした

（Maceviciute, 2025）。 
 このように，Information management研究は，

情報行動研究に他研究領域の知見を取り入れ

て研究観点を設定しながら発展してきた。前述

した課題以外にも，情報を使う側の個人の情報

ニーズのみならず情報を作る側の企業のニーズ

の理解，情報マネジメントサービス導入の鍵で

ある企業構造や組織文化の理解，費用対効果を

含む組織情報戦略の理解などの新たな観点が抽

出されている。Wilson と Maceviciute（2025）
は，“Information management は複雑な問題領域

である。情報システムの観点から見ると，主な

関心は情報システムの設計，開発，応用という

主題にある。健康・医療分野，建設・工学分野

の観点から見ると，実践を改善するシステムの

開発，利用，評価に主な関心があることが示唆

される”（p.13）とし，継続的に研究領域同士の

違いや関係性を追求する必要があると述べる。 
3. 問題意識と目的 
 ワークプレイスを取り巻く社会的・技術的背

景の下に，知識の共有に関わる実態を詳しく理

解する必要が高まっている。情報行動研究では

主に情報ニーズ，情報源，情報利用の観点から，

多様なワークプレイスにおける情報行動や実践

が理解されてきた。一方で，それらの研究は，

知識の共有の視点から十分に整理はされていな

い。また，Information management 研究には，

知識共有の視点で参照可能な知見が存在すると

考えられるが，研究の主眼が情報の組織化にあ

るため，知識共有の実態は十分に明らかにされ

ていない。ワークプレイスの知識共有に関わる

検討は，複数の研究領域に分散してなされてい

るが，横断的に整理をした取組みは見られない。 
 そこで本研究では，ワークプレイスにおける

知識の共有について，情報行動研究をはじめ，

関連する主な研究領域でどのような研究がなさ

れており，それらがどのような関係にあるのか

を整理する。そこからワークプレイスの知識共

有の研究における課題と求められる研究の方向

性を明らかにすることを目的とする。 
4. 方法 
 ワークプレイスにおける知識の共有に関して，

異なる知見や観点を示していると考えられる主

な研究領域として，「情報行動」，ナレッジマネ

ジメントの「知識創造理論」に加え，「専門的

知識共有（Sharing expertise）」を取り上げて検

討をする。 
 具体的には，まずそれぞれの研究領域で，知

識の共有の観点から関係が深いと考えられる主

要文献を精読し，どのような研究がなされてお

り，どのような示唆が提示されているのかを整

理する。次に，それらがどのような関係にある

のかを考察し，ワークプレイスの知識共有の研

究における課題と求められる方向性を特定する。 
5． ワークプレイスの知識共有に関わる 3 つ

の研究領域 
5.1 情報行動研究 
 情報行動研究では，リーマンショックをきっ

かけとする従業員間の information transfer の加

速，職場の分散化等のワークプレイスの変化を

背景に（Bystrom et al., 2019），仕事のコミュニ

ティにおける知識やベテランの知識の共有に関

わる研究がなされている。 
 Browne と Martzoukou（2022）は，製薬会社

の技術者等の情報探索行動を調査した。結果，

市場の競争激化に伴う厳しい時間的制約の下で，

情報源選択には信頼性や成功体験が重視され，

同僚や社内文書を情報源とする他，社内コミュ

ニティの専門家に対する高いニーズを抽出した。

それに基づき，社内の主題専門家を中心に据え

た従業員間の知識接続の有効性を示した。 
 Solomon（2023）は，ベテラン弁護士の情報

実践の調査から，過去の経験から得た案件情報

収集時に問題が起きやすい情報源の知識を活用

してリスクを下げる実態を明らかにした。経験

が浅い弁護士はこうした知識がなく，リスク低

減に役立つ知識を共有する仕組みが必要である

と指摘する。また，Qin ら（2020）は設計エン

ジニアの情報実践を調査し，仕様や図面 は共有

可能だが，判断や問題解決に有益な情報は誰も

がアクセスできるように管理されていないと指

摘する。グローバル化で職場が分散し，同じ場

で仕事をする中でベテランの知識に触れる機会

が減り，問題として表面化 したとし，新たなKM
システムを検討する必要性を主張する。 
 Evan と Price（2017）は，米国等の複数の弁

護士事務所の情報管理システムの利用実態を調

査し，システム導入や利用が進まない主たる原

因として，シニア弁護士が自身の知識を若手に

共有しても，彼らのインセンティブに繋がらな

いことを明らかにした。その背景には，弁護士

特有のフィーモデルや秘匿性の高い顧客情報を

扱う業務特性の影響があるとする。 
 ワークプレイスの情報行動研究は，組織文書

に残らない類のノウハウや文脈に関わる情報が

仕事の遂行を左右するが，その多くはベテラン
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や専門家がもつ知識であり，そうした知識に極

力容易にアクセスできる仕組みの必要性を示し

ている。また，そのような仕組みを創るには，

個々のワークプレイスの情報文化，インセンテ

ィブやサービスモデル等，知識共有に影響する

要因を考慮する必要性を示している。しかしな

がら，こうしたニーズや課題に対応する知識共

有のあり方は明らかになっていない。 
5.2 知識創造理論 
 知識創造理論では，個人の知識が組織全体に

増幅され，企業の優位性を高めるイノベーショ

ンを生み出すメカニズムを検討する（野中 & 竹
内, 2024）。野中と梅本（2001）は，組織におけ

る知識を，明確な言語や数字で表される「形式

知」とはっきりと表すことが難しいメンタルモ

デル等の「暗黙知」に分類する。また，仕事の

場の相互作用を経て表出した暗黙知を，文書や

特許等の体系的な知識資産にまとめ，IT ベース

の形式知に変換して展開する必要があるとする。

この，組織の知識が生みされるプロセスは，知

識の共同化，表出化，連結化，内面化の流れで

SECI モデルに示される。また，暗黙知と形式

知を含む知識資産を「経験的」，「概念的」，「体

験的」，「恒常的」の4類型に分け，デジタル化

等による管理のし易さの違いを整理している。 
 この考え方の下で，多様な企業が IT による

形式知化を進めている。一方，吉田（2010）は，

SECI モデルを使いこなすには，実務の中で個

人の知識がどのように正当化され，形式知にな

るかの経験的過程を理解する必要性を指摘する。 
 知識創造理論は，知識は競合優位性をもたら

す資産であるとし，経営に有益な知識を生み出

すプロセスを示す。管理者が施策を（仕組みと

その実現）を講じ易くすることに狙いがあり，

組織の知識に着目するため，個々のワーカーが

もつ知識の内容や使われ方の詳細には焦点が当

たらない。しかし施策の検討には，仕事の中で，

暗黙知が形式知としてどのように使われるよう

になるかの実態に照らした理解が必要であるこ

とも明らかになっていると言うことができる。 
 また生成 AI 等の技術進化により，暗黙知と

見做されていた知識の一部がより容易に抽出可

能になった。そのため，知識創造理論で定義さ

れる暗黙知と形式知，知識資産 4類型等の知識

の分類の境界は曖昧になりつつあるとも言える。 
5.3 専門的知識共有 
 1980 年代に Organizational Memory（OM）の

概念が提示され，OM にアクセスする IT シス

テムを検討する過程で，スキルや知識の共有を

理解する，Knowledge sharing，Expertise sharing

（専門的知識共有）の概念が提示された。専門

的知識共有では，仕事の文脈で行われる知識共

有の実践を，社会，技術，文化，組織の視点か

ら明らかにし，IT システムデザインへ繋げる

（Ackerman et al., 2003; Ackerman et al., 2013）。 
 Fitzpatrick（2003）は，政府系戦略機関におけ

るチーム内の自発的な知識共有の実態を調査し

た。結果，ある知識がどのように生まれ，いか

なる必要性の下で，いかにして入手されたのか

等の知識の背景ストーリに当たる多彩な文脈が

共有されること，またチームのリーダがインフ

ォーマルに担う情報ブローカーの役割が知識共

有を促進することを明らかにした。 
 de Carvalho（2018）は，配管等の大型曲げ機

のセットアップ業務を調査し，機器やツールの

利用を通じてどのように知識が共有されている

かを明らかにした。身体化された行動に埋め込

まれた知識を捉えるために，仕事で使 われるテ

クノロジーにも注目して理解をすることの重要

性を示した。 
 Karhu（2002）は ABB 社の技術者の知識転移

を調査し，熟練者は自身の知識を言語化し，書

き物にして表現することが不得意であることを

明らかにした。また，第三者が熟練者にインタ

ビューを繰り返して知識を外在化せねばならず，

相当な工数とコストを要する問題があると指摘

する。同様の点を Orr（1996）も指摘する。 
 専門的知識共有の研究は，仕事の社会的ネッ

トワークとの関わりの中でタスクを遂行する過

程に知識の共有が埋め込まれていることを示し

ている。また，知識の共有は仕事の社会的・技

術的文脈と切り離せないため，その実践を丁寧

に解き明かし，共有される知識の内容や所在，

要件や制約を理解する重要性を示している。し

かしながら，その実践を 詳しく理解するために

有効な調査の観点は十分に整理されていない。 
6. 3 つの研究領域の関係と課題の考察 
 3 つの研究領域の内容を踏まえると，3者の

関係を次のように説明することができる。まず，

経営に有益な個人の知識が組織の知識に変換さ

れるプロセスの概観を「知識創造理論」が示し，

「情報行動研究」は，そのプロセスのうち個人

に焦点を当てて仕事の遂行に必要とされる情報

や知識を特定していると言える。そして，そう

した個人の知識がどのような実践の下に他者と

共有されるかを明らかにするのが「専門知識共

有」であると考えられる。 
 次に，今後の課題を考察する。一つ目に，ワ

ークプレイスには多種多様な知識が存在するが，

なかでも個人がもつどのような知識がいかにし
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て共有されるのかの詳細を理解する必要がある。

二つ目に，知識共有の仕組みの検討では，共有

される知識が社会的・技術的文脈にどのように

埋め込まれているのか，経営に有益な知識共有

を促進あるいは阻害する情報文化やビジネスモ

デル等の制約が何であるかを捉える必要がある

と考えられる。しかしながら，この理解に有効

な調査の観点や方法は明らかになっていない。 
 今後の研究では，仕事に埋め込まれている知

識共有の実践とそれに影響を与える諸制約や文

脈をできるだけありのままに捉えることに焦点

を置くと共に，その理解に有効な調査の観点や

分析の枠組みを検討する必要があると考える。 
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公⽴図書館における地域資料としてのエフェメラへの取り組み:  

⼩平市⽴図書館と宝塚市⽴図書館の事例に着⽬して 

北村智仁（東京都立図書館）tomohito_kitamura@keio.jp 

 
【抄録】出版物と異なる意義を持つ地域資料としてのエフェメラに対する公立図書

館の取り組みの現状や手法，課題を検討する。文献調査から図書館等が地域資料と

してエフェメラを扱う事例が107件得られ現状を把握できた。うち2事例を詳しく分

析する。小平市立図書館の例はエフェメラの意義や収集上の課題に示唆を与える。

宝塚市立図書館の例は住⺠保有の記憶や情報を資料化する新たな手法を示す。  
 

1. 地域資料としてのエフェメラ 

1.1 エフェメラの定義と重要性 

エフェメラとは当初の目的を超えた存続を

意図しない資料をいう（Pearce-Moses, Richard, 

2005）。伝統的には小冊子、一枚もの、紙片

など主要なカテゴリに含まれない印刷物を

包括的に指すことが多く，資料タイプとし

て国際的に用いられる。近年では映像やデ

ジタル情報など印刷物以外の情報メディア

も指す場合がある（Combs, 2015）。 

エフェメラが書誌コントロール上の課題と

見なされるのは概ね1960年代以降である。

英国では『デイントン報告』等を通じ社会

科学の一次資料としてのエフェメラの重要

性に対する認識が高まった。米国でもエフ

ェメラを含むオルタナティブな情報源への

関心が高まり大学等でコレクション構築が

進んだ（DankyとShore, 1982）。 

その後ウィーガンド等は歴史的に記録が残

りにくい集団の印刷文化に対する関心を高

め，エフェメラへの新たな注目をもたらし

た（Pawley, 2008; 川崎と吉田, 2011）。 

地域資料としてのエフェメラの意義につい

ては社会的周縁、市民生活、大衆文化など

通常の出版物や記録に現れない具体的、代

替的、視覚的情報の提供や回想法での活用

可能性が指摘される（DeweとDrew, 1994）。 

さらに，地域活性化を重視する日本の公立

図書館の地域資料サービスの文脈では、地

域の新たな動向や地域に密着した情報がしば

しばエフェメラとして流通し，出版物の形態

に到らないことにも考慮が必要である。近年，

住民協働により多様な形態の資料や未記録の

地域情報，住民の記憶に踏み込んだ収集が各

地で行われている（相宗, 2016; 蛭田, 2021）。 

図書館，博物館，文書館（MLA）はいずれ

もエフェメラを扱うが，どの機関でも十分に

カバーできていない（Clinton, 1981, p. 7, 16-17）。

近現代資料の保存，地域社会への還元を課題

として共有し，連携を探るべきと考えられる。 

1.2 先⾏研究 

日本の公立図書館ではエフェメラという包

括的名称を用いず個別の形態に即した資料把

握が一般的である。全国的な取り組み状況を

先行研究から表1に整理したが背景にある考え

方や具体的な収集内容など不明な点が多い。 

DeweとDrew（1994）はエフェメラの収集上の

課題として対象が膨大で確立された標準がな

く各機関の協働が図られていない点を指摘し

た。出版流通の経路では捕捉できない場合が

多く、標準的な書誌事項を欠き形態が多様で

あるなど、整理や保存面でも課題が多い。 

地域の近現代資料としてのエフェメラに対

⼩冊⼦ 絵葉書 ポスター
都道府県（n=47） 87.3% 70.2% 49.0%
市区町村（n=1253） 77.0% 29.5% 28.0%

表1 エフェメラを収集対象とする公⽴図書館の割合

※「積極的な収集対象としている」「基本的なものを収集対象としている」 
「寄贈による収集を中⼼としている」の合計値
※⼩冊⼦：パンフレット，リーフレット，ビラ・チラシ・案内など
出典：全国公共図書館協議会. (2017). 公⽴図書館における地域資料サービスに
関する実態調査報告書 : 2016年度. 全国公共図書館協議会. p. 13-16より作成
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する取り組みを改善するには，より具体的

な調査を行う必要があると考えられる。  

1.3 本研究の⽬的 

本研究は公立図書館による地域のエフェ

メラに対する取り組みの実態を文献から調

査し，背景にある考え方，課題や手法につ

いて具体例に即して検討する。その際，書

誌コントロールの最初の段階となる収集に

焦点を置く。本研究から，地域のエフェメ

ラに取り組む際の考え方や広く展開可能な

手法について示唆を得ることが期待できる。 

2. ⽂献調査による概観 

2.1 ⽂献調査の⽅法 

先行研究から得たキーワードにより2024

年2月に国立国会図書館「カレントアウェア

ネス・ポータル」を検索し，国内の図書館

等が地域資料として昭和期以降のエフェメ

ラを扱う事例を取り組み主体別に抽出した。

地域住民の記憶や記録されていない地域情

報を新たに資料化する取り組みも対象に含

めた。国立国会図書館関西館図書館協力課

（2008）及び全国公共図書館協議会（2017）

を参考としつつ，本研究の目的から必要な

項目について事例の整理分析を行った。 

2.2 ⽂献調査の結果分析 

キーワード検索結果に他の先行研究等か

ら得られた事例を加え，107件を分析対象と

した。以下，括弧内の数字は件数を示す。 

取り組みの主体は市（60うち図書館48），

都道府県（15うち図書館13）が多く町(7)規

模での取り組みは少ない。大学（6），NPO

（3），コミュニティ・アーカイブ（2）な

ど様々による主体の取り組みも見られた。 

107件中46件で住民との協働が行われ，資

料の寄贈や情報の投稿など集団活動を伴わ

ないものが24件，取り組みを契機として新

たに住民が組織されインタビュー，撮影な

どの記録や情報編集による資料作成などを行

うものが17件あった。自治会・商店会（4）な

ど既存集団との協働は少なかった。 

他機関との連携は107件中20件で見られた。

博物館（4）などMLA連携による取り組みは少

なく，大学（7）との連携の多さが目立つ。 

取り組みの目的は保存継承（37）や資料充

実（14）が多いが，コミュニティ強化（9），

地域活性化（4），回想法での活用（3），防

災啓発（2）など地域資料の活用によって生じ

るアウトカムに相当するものも見られた。 

取り組みの主題性は災害に関するものが多

く，地域産業がそれに次ぐ。数は少ないが市

民運動やマイノリティも注目される（図1）。 

扱うエフェメラの種類は写真とビラ・チラ

シが多く映像資料も一定程度見られた（図2）。

これらは災害など非常事態の記録としての収

集が多く，デジタルアーカイブの構築や展示

に伴う寄贈や提供の呼びかけも複数見られた。 

収集や記録の手法は寄贈の呼びかけ（49）

やインタビュー（21）など件数が多く一般的

と考えられる。投稿募集（19）のうち資料を

媒介にした住民からの記憶の収集など複数の
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例に共通の手法も見出された（図3）。 

また，住民が持ち寄った白黒写真をカラ

ー化する広島市立中央図書館「記憶の解凍

ワークショップ」，記憶を聞き取り地域の

模型上に記録する神戸市立灘図書館「記憶

の街ワークショップ」，写真や映像の被写

体を住民の情報提供により特定する20世紀

アーカイブ仙台「どこコレ？」など類例が

少ないが特色ある手法が見出された。 

3. 特徴的な事例の分析 

3.1 ⼩平市⽴図書館 

本章では地域のエフェメラ収集に早くか

ら取り組み，手法や考え方など豊富な文献

が存在する小平市立図書館，地域住⺠の記

憶や保有情報を資料化する新たな手法を示

す宝塚市立図書館の2事例を詳しく分析する。 

小平市立図書館は折り込み広告、ポスタ

ー、写真の収集や定点撮影など先駆的な取

り組みを行ってきたが（蛭田,  2023），本研

究では『小平市史』編纂過程に着目する。 

『小平市史』近現代編（小平市史編さん

委員会, 2013）監修者の大門正克は、小平市

立図書館の地域資料における近世文書、文

献、行政資料の充実を高く評価する一方、

民間団体の会報など市民生活資料の更なる

収集が望まれることを指摘し，域内の悉皆

調査によりPTA、団地の自治会、工場、公民

館、消費者や女性団体の1960年代以降の資料

を新たに収集した（大門, 2011; 2013）。 

同書には団地の自治会報，工場の社内報，

小平すいか宣伝ポスター，国分寺厚生の家パ

ンフレットなど様々なエフェメラが活用され

ており，特に，市民活動資料・情報センター

をつくる会（当時）が提供した『めざす会ニ

ュース』『あさやけだより』などの市民活動

資料は「福祉」という地域の主題を浮上させ

る役割を果たした（大門, 2014; 中村, 2014）。 

本事例から，地域のエフェメラは近現代の

歴史資料として重要であること，出版物や行

政資料の範囲を超え地域の中に踏み込んだ収

集の実現方法が課題であることが分かる。 

小平市立図書館が退職校長の活用により学

校資料の把握収集を進めたことは，この課題

の克服に示唆を与える。地域の人材，団体と

のネットワークの中で資料の把握収集を行う

手法は文書館や博物館とも共通する。 

公立図書館が地域の一次資料にまで取り組

む必要性について，蛭田（1992）は類縁機関

がない地域では古文書や博物資料も図書館で

扱わざるを得ないと述べる。全国的に存在す

る地域資料の収集保存に取り組むポテンシャ

ルを持つ公的機関が図書館しかないという福

島（2020）の指摘と考え合わせる必要がある。 

3.2 宝塚市⽴図書館 

宝塚市立図書館は2015年，市民や団体が地

域に関する記憶や記録、関心のある事物を冊

子にまとめ図書館で無期限に収蔵する「みん

なのたからづかマチ文庫」を開始した。宝塚

市立中央図書館と宝塚市文化財団（n.d.）のウ

ェブサイトに基づき分析を行う。 

この取り組みは2014年の西図書館開館20周

年記念行事「マチオモイ帖in宝塚」を出発点

に独自に発達した。市民アーカイブ構築及び

市民の編集力・発信力向上を目的とし，地域

を記録し後世へと伝える活動であると同時に，
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市民一人ひとりの表現活動でもあるという。 

作成に関する相談や収蔵を常時受け付け

るほか、地域ゆかりのゲストを招きインタ

ビューを行って冊子にする講座，認知症に

やさしい図書館として実施した「たからづ

か思い出カフェ」での回想法への活用など，

マチ文庫を基軸に様々な手法を組み合わせ

て取り組みを展開する点も特色がある。 

これらのマチ文庫はOPACで検索できるほ

か、108冊（2023年6月）中97冊の概要をウ

ェブ公開しており，多様な主体により地域

情報の記録，記憶の表現，保有情報の復刻

公表（ふじが丘住民有志『満願の里 ふじが

丘自治会HPの記録』）など地域のエフェメ

ラの資料化が行われた状況が窺える。 

具体例として，消滅するランドマークに

ついて地域団体が住民保有の写真や思い出

を募集し開催した展示会の図録（宝塚まち

遊び委員会『宝塚ファミリーランド思い出

写真集』），当事者による市民活動の記録，

記憶や経験の表現，座談会や旧家への聞き

書きの記録，まち歩きや調査研究，創作活

動，小学生の探究学習などが挙げられる。 

本事例は公立図書館の場の特性を生かし

た住民による主体的な情報生産の仕組みの

整備により，市販の出版物が扱わない地域

に密着した情報の資料化を実現しており，

他館での展開可能性の点でも注目に値する。 

この仕組みが住民の記憶にまで射程を広

げつつ自己表現や交流など生きがい向上に

つながる活動の基盤として機能し，資料充

実と地域住民への還元を同時に実現してい

る点も重要である。以上は豊中市立図書館

「北摂アーカイブス」や都城市立図書館

「まちなか記憶展」（蛭田, 2021; 未来の図

書館研究所, 2023）にも通じる特徴である。 

3.3 ⼩括 

日本の公立図書館が様々な手法で地域の

エフェメラの収集に取り組んでいるが十分

に体系化されていない状況を文献調査により

明らかにした。また，公立図書館が地域のエ

フェメラに取り組む意義，収集上の課題，地

域の様々な主体とのネットワークに基づく収

集や住民による地域情報の資料化を促す制度

設計の手法について2事例をもとに考察した。

過去と現在，歴史資料の収集と地域社会への

還元の双方を視野に入れるべき公立図書館の

地域資料サービスにおいて，エフェメラへの

取り組みは重要な課題と考えられる。 
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高等学校のキャリア教育における学校図書館員と教員の協働： 

プログラム運営組織に着目して 

植田亜里沙（慶應義塾大学大学院）enutisoy.a3@keio.jp 

 

本研究では，キャリア教育プログラムの教育効果を高める学校図書館員と教員の協働の在り方，

協働促進のために考慮すべき要素を明らかにすることを目的に，学校図書館員・教員を対象にイ

ンタビュー調査を実施した。その結果，多様な立場の教職員による可変的な組織で運営されると

いうキャリア教育の特徴は協働の阻害にも促進にも繋がりうること，学校図書館員の運営組織に

おける立場が協働開始までにかかる負担，情報共有や提案のしやすさと関係することがわかった。 

 

1. 研究背景・目的 

キャリア教育は“一人一人の社会的・職業的

自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を育

てることを通して，キャリア発達を促す教育”

（中央教育審議会，2011）と定義される。目標

や内容，方法は各学校が定める（文部科学省，

2023）とされ，学年・コース単位の授業のほか，

希望者対象の授業外活動なども教育計画に基

づきキャリア教育に位置づけられる。職場体験

や地域学習など生き方の発見に繋がるもの，小

論文講座など希望進路実現のためのものなど，

学校毎に多様なプログラムが展開されている。 

現行の高等学校学習指導要領では，全校の協

力のもとでのキャリア教育の充実が求められ

る（文部科学省，2018）。学校司書・司書教諭

（以下，2職種の総称を「学校図書館員」とす

る）は推進組織の一員として計画から参加する

（文部科学省，2023）など，専門性を活かした

指導・支援を担うことが望まれる。学習指導要

領改訂を契機に，学校図書館員がキャリア教育

へ協働的に携わる必要性が示されたと言える。 

Woollsと Hamner（2019），Shaper（2014）は

学校図書館員を情報活用の専門家と位置づけ，

社会での自己実現に必要な能力の育成のため

に発達段階に応じたプログラムを企画・提案し，

関係教職員と連携することを求めている。しか

し，日本にはキャリア教育に関して学校図書館

員の指針となるものがない。朝倉（2018），須

藤と野口（2023）は，多くの高等学校の学校図

書館で情報提供によるキャリア教育支援があ

るものの教員との連携は少ないとし，事例共有

や校内組織の改善，教員への学校図書館機能の

周知の必要性を指摘する。1950 年代より雑誌

『学校図書館』では，進路指導・キャリア教育

に関する取り組みとして教養講座，新聞教育な

ど多様な報告が掲載され，校務分掌との協働の

重要性も言及されてきた。こうした事例を分析

し，協働成立の過程や学校図書館員の役割を示

すことは，協働創出の促進に寄与すると考える。 

Montiel-Overall（2016）は，学校図書館員が

教員の求める業務を担う低次の協働よりも，互

いの専門性を統合させて活動を構築する高次

の協働の方が，教育の効果を高めるとする。学

校図書館員と教員の協働事例の分析は新居

（2022）など教科や探究の領域で主に行われて

きたが，キャリア教育ではまだなされていない。

そこで本研究は，自立が迫り，キャリア教育が

重要な意味を持つ時期（文部科学省，2023）と

される高等学校段階に着目し，学校図書館員と

教員の協働のもと行われるキャリア教育プロ

グラムの分析を通じて，キャリア教育における

効果的な協働の在り方，協働促進のために考慮

すべき要素を明らかにすることを目的とする。 

2. 調査方法 

 2024年 4～8月に，キャリア教育プログラム

に学校図書館員が携わる日本の全日制高等学
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校 11校を対象として，学校図書館員 11人とプ

ログラム担当教員 12 人に半構造化インタビュ

ーを実施した（第 1 表）。調査では以下の項目

を中心に質問をした。（1）キャリア教育の方針

と概要，（2）プログラムの内容，（3）プログラ

ムでの協働内容，（4）普段の学校図書館活用状

況，（5）キャリア教育と学校図書館の関係。 

第 1表 調査対象校一覧 

分析では，まず調査協力者の語りから各学校

の協働の展開を整理し，学校図書館員の役割認

識，協働前後のプログラム運営組織の構成の変

化，協働の効果や課題を明らかにした。次に 11

校を 4 つに分類し，分類間での比較を行った。 

3. 調査結果と事例毎の分析 

3.1. 事例の分類 

学校図書館員のプログラムの運営組織にお

ける立場が分析で重要な観点になると考えら

れたため，11 校を 4 つに分類した。運営を担

う校務分掌等に配属され，指導的役割の教員が

他にいる[構成員]，校務分掌等で指導的役割を

果たす[指導]，他の教員と時限的な運営チーム

を作る[発起人]，プログラムに関与するが，運

営を担う校務分掌等への配属がない[外部]で，

11校のプログラム概要と分類は第 1図に示す。

本稿では，協働開始時より携わる学校図書館員

と教員に調査を行った A・C・G・K の 4 校を

主に分析する。各校学校図書館員は L と学校

記号で（例：LA），教員は Tと学校記号，複数

人の場合は数字を付して（例：TA1）表記する。 

第 1図 11校のキャリア教育プログラム概要・学

校図書館員の運営組織における立場による分類 

 

3.2. [構成員]A 高等学校で見られた協働 

 対象プログラムは総合的な探究の時間に実

施され，1年次に探究スキル学習と地域学習を，

2年次に探究活動を行う。興味関心の追究を通

じて，キャリア選択に繋がる気付きを促すため

のプログラムである。その中で，2023年度に導

入した学習活動に関わる協働に注目する。 

LAは 2年次担当者として探究活動の個別対

応をする中で，生徒の情報収集スキルの不足を

感じ，1年次担当の TA2へ相談をした。そこで

同じ問題意識を持つことを理解した両者は，1

年次での図書館ワークショップの導入を決め

た。両者は意見交換を重ね，国を紹介するチラ

シ作りを通してメディアの特性や収集方法を

理解させる活動とした。実施前には生徒を交え

ず試行し，課題設定や説明の調整をした。この

協働経験から TA2 は LA の専門性を理解し，

引き続き共にプログラムを改良したいと考え

て LAを 1年次指導担当に加えた。翌年度，両

者はワークショップを発展させて行うととも

に，新たな学習活動の計画に着手している。 

3.3. [指導]C 高等学校で見られた協働 

 2 年次冬休みの学年読書課題を対象とする。

LC の新書講座を受けて任意の新書を一冊読み，
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要点をフォームで答える課題で，進路決定と社

会理解の基盤となる読解力向上を目的とする。 

LC と 2 年生担任の TC は進路指導委員会に

所属する。TC は生徒の学習状況から読解力不

足を感じており，LCに相談をした。そこで LC

が紹介した他校の事例を参考に，読書課題を新

設することを決めた。両者は委員会の定例会後

に残って打ち合わせ，次の定例会での報告と検

討を重ねて内容を構築した。実施中，LC は特

集展示の設置や提出物管理を，TC は学年教員

や生徒への声掛けを担い，両者は協働相手の提

案や行動が円滑な運営に寄与したと認識して

いた。実施後，TC は生徒面談で課題の効果を

実感したため委員会で課題の継続を提案し，翌

年度は対象学年を広げての実施となった。 

3.4. [発起人]G 高等学校で見られた協働 

 10 月の放課後に学校図書館で行う 3 年生の

希望者対象のガイダンスを対象とする。参加者

は教員と LGの説明を聞いたのち，学問分野別

ブースで，本を読んだりアドバイザーの教員に

質問をしたりできる。進路選択に繋がる学問理

解の伸長と小論文対策を目的として実施する。 

LGは図書館資料利用促進のために，過去の

実践や他校の事例に着想を得たガイダンスを

進路指導部長の TG に提案した。TG は日頃よ

り LGの働きに信頼を寄せており，提案は生徒

の読書推進に有用だと考え，賛同した。両者は

日常的な対話を通じて原案を膨らませ，各分野

に詳しい教員の参加を決めた。実施に向け，TG

が進路指導部や対象学年への説明や協力要請

を担い，LGは個々のアドバイザー教員と共に

ブースに置く図書を選んだ。教員への参加依頼

は両者で行った。ガイダンスは，教室とは違う

関係性で気軽に会話ができると参加生徒・教員

双方から好評で，次年度以降も継続している。 

3.5. [外部]K 高等学校で見られた協働 

1・2 年次の総合的な探究の時間で行う探究

活動を対象とする。生徒はゼミ毎に大学教授な

どの外部講師の指導を受け，個人探究に取り組

む。校内外の他者と協働しながら興味を追究す

る経験を通じ，社会や入試方法の変化に対応で

きる思考力・発信力を培うことを目的とする。 

導入初年度，LKはプログラムへの関与を望

むが情報が得られず，情報収集を重ねた。講師

への利用案内も試み，一部の講師の貸出に繋げ

た。その後，発表の参観により必要な支援を理

解し，主担当の TK1，副担当の TK2 への提案

を経て，翌年度は講師への個別利用案内と推薦

本募集，展示の設置，ゼミでの資料紹介を行っ

た。いずれも当該年度から加わった各ゼミ担当

教員のサポートもあり円滑に進み，LKは講師

の学校図書館への関心の高まりを感じている。

TK1 と TK2 は LK の役割に期待を寄せるもの

の，次の協働の協議にはまだ繋がっていない。 

4. 横断的分析 

[構成員]A・[指導]C・[発起人]G 高等学校と

[外部]K高等学校では，協働の展開が異なって

いた。協働開始段階では，3校は生徒の能力や

読書機会に関する相談・提案を契機に両者共通

の問題意識に気付き，学校図書館員の発想を原

案とした新たな取り組みの創出へと話が展開

した。円滑な展開の要因には，背景情報の共有，

気軽に会話できる関係の構築が事前になされ

ていたことがあると考えられる。A・C高等学

校では校務分掌が，G高等学校では読書推進と

学校図書館活用の意欲が両者で共通していた

ことが，これらの要因の獲得に繋がっていた。

一方 K 高等学校では，運営組織と実施内容の

把握のためにLKが行動を起こす必要があった。

LKは周囲の教員との会話を通した関与の意思

の表明，勤務時間外の参観を 1年間積み重ねる

ことで支援の提案が可能になり，LA・LC・LG

よりも時間的・精神的負担が大きかった。 

協働成立後，A・C・G 高等学校では学校図

書館員と教員が互いに提案・試行しながら内容

を構築し，関係教員への周知を分担した。一方
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K高等学校では，LKの報告内容を TK1が承諾

し，LKが関係教員に伝達・依頼するという形

であった。4校には，設定された会議の場では

なく，予告なく相手を訪ねて始める打ち合わせ

や，他の用件で顔を合わせた際の偶発的な会話

で内容の構築を進めたという共通点が見られ

る。しかし，その中で Montiel-Overall（2016）

が提示した高次の協働の特徴の一つである，学

校図書館員と教員の専門性の統合が実現した

のは，A・C・G高等学校の 3校のみであった。 

5. 考察 

 プログラム運営組織に着目すると，11 校の

協働事例には共通する点が 2つ見られる。 

1つ目は，関与の度合いや立場の異なる複数

の関係者により運営組織が成り立つ点である。

例えば学年全体で行う[指導]C高等学校の場合，

LC・TCを中心に校務分掌が計画や調整を，学

年教員が指導を担う形で運営に携わっていた。

調査では，組織構造の複雑さを起因とした，関

係教職員間の共通認識形成の難しさについて

各校で言及された。一方でこうした組織構造は，

協働の規模の拡大や，多角的な助言による内容

改善を可能にするという見方もできる。各校は，

教職員のみでの授業の試行，会議前の個別の会

話による背景情報の共有など，円滑な実施のた

め工夫を凝らしていた。これらは共通認識の形

成だけでなく，改善・発展に繋がる意見や提案

を得られる機会となっていた。 

2つ目は，運営組織の構造が可変的な点であ

る。[外部]K高等学校では，導入 2年目に副主

任の教員，各ゼミの補助担当教員が加わった。

LKは補助担当教員の配置により講師に働きか

けやすくなったほか，協働経験のある LK2 が

運営担当に加わり，負荷が軽減されたことが伺

える。特に[外部]の教員にとって，多様な教職

員の関与は協働の糸口の増加となり，協働の提

案のしやすさに繋がることが示唆された。 

この 2点は，生徒の学びの深まりに応じて複

数の教員や外部指導者との協力的な指導が必

要になる（文部科学省，2023）とされるキャリ

ア教育プログラム特有のものであると考えら

れ，協働の創出や発展の促進を図るうえで前提

として考慮すべき事項であると捉えられる。 
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中学校社会科地理的分野における探究と学校図書館：文献の検討から 
東山由依(慶應義塾大学大学院) yuihigashiyama@keio.jp 

 
 本研究では，中学校社会科の地理分野の授業を扱う文献において「探究」がどのように論じら

れてきたのかを，探究の 4 類型と社会科における知識伝授の枠組みに基づいて整理した。その結

果，地理の探究学習においては「地理的な見方・考え方」と「地理的探究」を一連の学習過程に位

置づけ，生徒が習得した知識や技能を活用できるような授業設計が志向されていることが明らか

となり，探究学習の進め方のバリエーションがあることも示された。 
 
1. 研究背景と目的 
 現行の学習指導要領では，「習得・活用・探

究という学びの過程」の中で，各教科の「見方・

考え方」を働かせながら「主体的・対話的で深

い学び」を実現する授業の工夫や改善が求めら

れている（文部科学省, 2017a）。こうした授業

改善が各教科で求められているなか，中学校の

社会科では，「課題を追究したり解決したりす

る活動」を通して，“平和で民主的な国家及び

社会の形成者に必要な公民としての資質・能力

の基礎を育成することを目指す”ことが，地理・

歴史・公民のすべての分野に共通した目標とし

て掲げられている（文部科学省, 2017a）。さら

に，「情報を収集する技能」「情報を読み取る技

能」「情報をまとめる技能」を習得させ，博物

館や郷土資料館，学校図書館，公共図書館など

を活用して，生徒が自ら課題を設定し，その解

決に向けて調べ，成果物にまとめる探究的な授

業の展開が目指されている（文部科学省, 2017b）。
そして司書教諭や学校司書（以降，二職種を総

称する場合は「学校図書館員」を用いる）がそ

れに対応することが求められている。 
 社会科教諭による事例研究は，各分野（地理・

歴史・公民）に固有の視点で報告されているの

に対して，学校図書館員による事例研究の多く

は，分野の違いにかかわらず社会科として論じ

られている。そこで本稿では，社会科の特定分

野に絞り，文献において「探究」がどのように

論じられてきたのかを検討する。それを踏まえ

て，教科に固有の探究学習を支援する学校図書

館員の授業設計への関わり方について考察する。 
2. 調査方法 
 中学校社会科の地理分野に焦点を当てる。地

理分野は，「空間を軸に自然・社会環境と人の

活動との関連を考察する分野」である（日本社

会科教育学会, 2024a）。近年では実社会との関

わりが重視されるようになり，日常生活での地

理情報システム（Geographic Information System; 
GIS）の活用，防災など，市民教育としての内

容も含まれる（日本社会科教育学会, 2024b）。
そのため，地理教育は諸資料や調査活動などを

通して「課題を追究したり解決したりする活動」

を取り入れた探究型の授業と親和性が高いと考

え，調査対象とした。 
 対象文献の検索は 2025年 7月に行った。ま

ず，地理教育でどのような探究学習が行われて

いるかが論じられている文献を整理するため，

CiNii Research を用いて，タイトルに「探究 地
理」「学校図書館 探究 地理」「学校図書館 探
究 社会」「学校図書館 地理」「学校図書館 社
会」を含む文献を 2000年以降の論文と図書に

絞って検索した。検索結果を第 1表に示す。 
 

第 1表 文献検索結果の一覧 

 次に，検索結果から，タイトルに「小学校」

「高等学校」，高等学校で実施されている科目

である「地理総合」「地理探究」が含まれてい

るもの，学校教育に関連のないテーマの文献を

除外した。そして，学校図書館を活用した授業

実践事例を掲載している文献の中から地理の授

業の事例を扱っているものを可能な限り収集し

た上で，最終的に論文 80件，図書 8件，オン

ラインデータベース 1 件を抽出し，合計で 89
件の文献を分析の対象とした。 
3. 調査結果 
3.1. 著者の属性 
 対象文献を著者の属性で整理した（第2表）。 
 

第 2表 対象文献の筆者の属性 

注：「共著」は，研究者と授業者の共著を指す。 
 

3.2. 文献の種類 
 対象文献は8カテゴリに分類できた（第 3表）。 

研究者 授業者 共著 司書教諭 学校司書 校長 その他 
45 35 3 2 1 1 2 
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第 3表 対象文献の種類 

4. 分析 
4.1. 地理分野における探究学習の特徴 
 分析の結果，地理の探究学習には，「地理的

な見方・考え方」と「地理的探究」という，分

野に固有の観点があることが明らかになった。 
 「地理的な見方・考え方」は学習指導要領で

明示されており，“社会的事象を，位置や空間

的な広がりに着目して捉え，地域の環境条件や

地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中

で，人間の営みと関連付けること”を指す（文

部科学省, 2017b）。さらに，「地理的概念」と

して総称される5つの視点（位置や分布，場所，

人間と自然環境との相互依存関係，空間的相互

依存作用，地域）で構成される（文部科学省, 
2017b）。 
 𠮷水（2024）は，「地理的な見方・考え方」

は地理的な探究プロセスの中で定着していくも

のと述べ，「教科に固有の問いを発見する」「予

想したり仮説を立てたりして問いの解決のため

の見通しをもつ」「思考して問いを解決する」

「学習を振り返る」場面で働かせることができ

ると論じている。また，吉田（2024）は，「地

理的概念」を問いや活動指示の中に意図して位

置付けることが重要であると説明している。 
 「地理的探究」とは，学習指導要領に直接的

に明記されていないものの，文献から確認でき

る学術的な概念である。「地理的探究」に関し

て，金は，“地理的に考えたことを行動するこ

と”と定義する（金, 2012）。さらに，“地理的概

念を反映した教材研究”，教師による“学問的知

識に基づく問い”の設定，“児童・生徒自ら答え

を探すために知識・技能を活用すること”が相
互に関連する授業モデルを提示している（金, 
2024）。 
 このように，地理の探究学習においては，「地

理的な見方・考え方」と「地理的探究」を，課

題の設定から資料の収集，振り返りに至る一連

の学習過程において反映させることが重視され

ている。そして，生徒が習得した知識や技能を

活用して主体的に行動できるような探究型授業

の設計が志向されていることが明らかになった。 
4.2. 事例分析の枠組み 
 34件の事例を，Banchi と Bell（2008）による

「探究の 4レベル」と，森分（1978）による社

会科の知識伝授の類型に基づいて分類した。 
 Banchi らは，探究学習における「問い

（Question）」「プロセス（Procedure）」「結

論（Solution）」に着目し，その設計に教師がど

こまで関わるかによって探究学習を4レベルに

類型化した（第 4表）。ここでの「問い」とは

教師による課題の設定を指し，「プロセス」と

は設定された課題の解決までの探究の手順を，

「結論」とは学習の最終成果の発表を指す。こ

れらに教師がどこまで関与し，準備をするかに

よって探究のレベルが分けられている。 
 森分（1978）は，社会科の授業における知識

を，いつどこで何が起こったかを記述する「事

実的知識」，「工業地域が開かれると公害がひ

どくなる」のような見方・考え方や一般法則を

含む「概念的知識」，社会的事象に対する善悪

や是非，価値などを習得させる「評価的規範的

知識」に大別し，それらの知識を習得させる順

序に応じて，第5表のように学習内容の構成を

7つのタイプに類型化している。 
 

 

第 4表 探究の 4レベル 
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第 5表 社会科における知識の構造からみた学習内容構成の類型 

 
 本分析では，これらの類型を組み合わせて，

先に提示した34件の授業事例の分類を試みた。

分類の手順としては，まず，BanchiとBell（2008）
の分類に基づき，各授業事例を教師の探究への

関与度合いに応じて4段階に分類した。そして，

各授業事例から授業の流れや学習課題に関する

記述を抽出し，森分（1978）の類型を用いなが

ら整理した。なお，森分の類型にある「評価的

規範的知識」は，「するべきである/べきではな

い」「〜は良い/悪い」のような形で教師が伝授

する知識を意味しているが，本研究では「評価

的規範的知識」を，学習者自らが社会的事象に

ついて価値や考えを見出す知識として捉えた。 
4.3. 探究学習のバリエーション 
 探究のレベルによって分類すると，教師が課

題の設定と探究のプロセスを決め，結論は生徒

に委ねるタイプの「構造化された探究」に該当

する文献が 28件と最も多かった。「確認とし

ての探究」は 2件，「ガイドされた探究」は 4
件で，「オープンな探究」の形式をとる授業は

確認できなかった（第 6表）。 
 

第 6表 探究のレベルと知識の伝授の仕方に

基づく授業事例の整理（単位：件） 

 社会科の授業における知識伝授の型から見る

と，「事実的知識」型は 2件で，いずれも「確

認としての探究」に含まれる。「事実的知識→
概念的知識」型は 11件となり，これらはすべ

て「構造化された探究」に分類できた。「概念

的知識→事実的知識」型は 3件で，「構造化さ

れた探究」（2件）と「ガイドされた探究」（1
件）に分けられた。最も多いのは「事実的知識

→概念的知識→評価的規範的知識」型の 14件
で，12件が「構造化された探究」に，2件が「ガ

イドされた探究」に分類できた。 
4.3.1. 確認としての探究 
 国土地理院の地図ツールの使い方を実際に操

作することで習得させる実践（瀧本 & 川村, 
2021）と，古写真に写っている場所の現在地に

ついてフィールドワークを通して確認させる実

践（蒲生 & 西田, 2019）がある。 
4.3.2. 構造化された探究 
 「事実的知識→概念的知識」型の例として，

アフリカに関する基本的知識を習得させた後に

貧困問題の背景や原因を探究させる授業（井寄, 
2019）などが確認できた。 
 「概念的知識→事実的知識」型の実践として，

「なぜ世界各地で人々の生活に違いが見られる

のか」という問いを起点として世界の気候，宗

教，環境などについて学んでいく授業（渡邉, 
2022）などが見られた。 
 「事実的知識→概念的知識→評価的規範的知

識」型では，近畿地方の特色に関する知識を習

得させ，社会的諸問題をキーワード化して抽象

度を高めて理解させた上で，近畿地方における

持続可能な取り組みを問う授業（泉, 2023）な

どがあった。学校図書館員が授業に関わった実

践例を教科，校種別に集約したデータベースに

掲載されている中学校社会科の地理の授業事例

には，世界や日本の諸地域について調べるため
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の資料を教員が依頼することから始まる「資料

提供」が多く掲載されているほか，生徒が興味

関心のあるテーマを「地理的な見方・考え方」

に捉え直し，調べたことを発表する授業に関わ

った事例や，調べ学習の意味や重要性について

話す「授業相談」もあった（東京学芸大学学校

図書館運営専門委員会, 2009）。 
4.3.3. ガイドされた探究 
 「概念的知識→事実的知識」型の実践では，

教師が「世界の中心はどこか？」と問い，地球

儀の使い方や各国の地域，国際機関などについ

て，生徒の興味関心に沿って学べるように設計

された授業（青本, 2022）があった。 
 「事実的知識→概念的知識→評価的規範的知

識」型では，東北地方と中部地方の産業に関す

る事実的知識や概念的知識を学んだ後，学習過

程を生徒に委ね，自由に「まちづくりプラン」

を作成させる授業（児玉, 2024）などが確認で

きた。その他，学校図書館利用指導後，生徒に

調べたいことを考えてくるよう指示し，各自が

調べたいテーマに関する資料を探索させ，個別

指導を進めていく司書教諭による選択社会科の

授業実践（杉戸, 2008）があった。 
5. 考察 
 文献の検討の結果，地理の探究学習において

は，「地理的な見方・考え方」と「地理的探究」

が分野に固有の観点として位置づけられている

ことが明らかになった。特に後者は授業で習得

した技能を活用し，行動に移す過程を含み，両

者の観点が反映された授業が実践されていた。

また，学校図書館員が授業に関わることで，授

業支援，資料収集，生徒に向けた情報探索の指

導が可能となることも明らかになった。そして，

探究学習における「問い」や「プロセス」の設

定に対する教員の関与や知識伝授の方法によっ

て探究学習の進め方が体系化されていることが

示された。 
 一方，児玉（2024）が指摘するように，授業

の時間的な制約から，教員はあらかじめ生徒が

立てる仮説を想定し，必要な資料を準備せざる

を得ない状況があることも示唆されている。こ

のことから，より自由度の高い「オープンな探

究」を展開することが難しいと教員が感じてい

る現状もうかがわれる。 
 このように，地理の探究学習には，分野に固

有の見方・考え方や概念を反映させた授業展開

の仕方があることがわかった。学校図書館員は，

こうした地理における探究型の授業の固有性を

理解し，授業支援を構想することが求められる

だろう。 
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学校における電子書籍サービスおよび公共図書館との連携に関する実態調査 

 
池内 淳（筑波大学） 

atsushi@slis.tsukuba.ac.jp 
 

近年、子どもの読書活動の推進の文脈において、電子書籍等を用いたデジタル読書のための環境

整備の必要性が指摘されている。その一方で、電子書籍サービス導入のための予算や知識の不足

といった問題から、いまなお導入している事例は少ない。そこで本研究では、既に電子書籍サー

ビスを導入している事例について主にコンテンツの側面から調査を行うとともに、実施形態別の

比較を行うことによって、導入の際の検討材料を提供することを目的とする。 

 

1. 研究背景と目的 

 2001 年に施行された「子どもの読書活動の

推進に関する法律」において、政府は「子ども

読書活動推進基本計画」を策定・公表しなけれ

ばならないことが規定されており、2002 年以

降現在まで五次にわたって基本計画が策定さ

れている。この中で、2019 年の第四次基本計

画では読書活動の中に“電子書籍等の情報通信

技術を活用した読書も含む”1)ことがはじめて

明記された。その後、コロナ禍を経て、GIGA

スクール構想の取り組みが推進される中、

2023 年に公表された第五次基本計画 2)では、

基本的方針の中で「デジタル社会に対応した読

書環境の整備」が掲げられており、読書におけ

るデジタル化の必要性が強調さ

れている。 

表 1 は第一次から第五次まで

の基本計画において、ICT関連用

語の出現頻度をそれぞれカウン

トし、二度以上出現した用語を頻

度順に示したものである。これを

見ると、第一次から第五次まで全

体の文書長（単語数）は増加傾向

にあるものの、それを考慮して

も、第五次基本計画において ICT

関連用語の頻出していることが

分かる。また、インターネット、

データベース、ホームページとい

った語はすべての文書を通じて

出現しているが、電子書籍やデジ

タルといったキーワードは第五

次においてとくに頻出しており

特徴的である。 

 一方、文部科学省委託調査「電

子図書館・電子書籍と子供の読書

活動推進に関する実態調査」3)に

よれば、すべての公立学校もしく

は一部の公立学校で電子書籍サ

ービスを導入している自治体の

比率は、2020年：2.0％、2022年：8.5％、2024

年：14.3％のように推移しており、増加傾向に

ある。その一方で、School Library Journal 誌

の調査 4)によれば、2015年時点で、米国の 916

の学校図書館において電子書籍を提供してい

るものは 56％となっていることから、日本で

はいまなお低い水準にとどまっていることが

分かる。 

また、文部科学省委託調査 3)では、公立学校

における電子書籍の導入や活用の課題につい

て質問しており、「電子書籍導入の予算が不足

している」「電子書籍導入に関する知識が不足

している」「利用者からのニーズがわからない」

といった回答が一貫して上位を占めている。電

表 1．子ども読書活動推進基本計画における ICT 関連用語の出

現頻度の比較 
 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 

電子書籍 0 0 3 1 32 

インターネット 5 7 5 7 2 

ICT 0 0 0 2 20 

オンライン 1 5 4 4 7 

デジタル* 0 0 0 0 20 

ネットワーク 4 4 5 1 6 

端末 0 1 2 1 11 

データベース 2 4 3 2 4 

情報通信 1 2 4 6 1 

ホームページ 2 5 4 2 1 

GIGA 0 0 0 0 9 

デジタル化 0 0 0 0 8 

電子図書館 1 0 0 0 6 

サイト 0 2 1 0 3 

スマートフォン 0 0 0 4 0 

SNS 0 0 0 3 0 

ウェブサイト 0 0 0 0 2 

パソコン 0 0 0 1 1 

電子化 0 0 1 0 1 

計 16 30 32 34 134 

文書長 17,688 26,209 29,371 30,798 43,715 

*デジタル化を除く 
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子書籍サービス導入の必要性が認識されつつ

ある一方で、新たなサービスの導入に対する不

透明感が見て取れる。 

電子書籍サービスを導入する際には、従来の

物理的資料とは異なり、どのようなベンダーと

契約するかによって、その後の費用や提供され

るコンテンツが異なってくる。加えて、一旦、

特定のベンダーと契約すると、他のベンダーに

容易に乗り換えられるという訳ではない。 

また、2022 年には、文部科学省から「１人

１台端末環境下における学校図書館の積極的

な活用及び公立図書館の電子書籍貸出サービ

スとの連携について」5)が発出され、その中で、

東大阪市と帯広市における公立図書館との連

携に関する事例が紹介されている。電子書籍サ

ービスについては、学校単位での契約だけでな

く、自治体単位、あるいは、公立図書館との連

携など、実施形態についても複数の選択肢が存

在する。 

以上のように、学校において電子書籍サービ

スを導入する際、事前の検討や意思決定が重要

であり、そのための十分な検討材料が提供され

ることが望ましい。そこで本研究では、現時点

で既に電子書籍サービスを導入している学校

や自治体において、実施形態の相違によって、

どのようにサービスが異なっているのかつい

て、主にコンテンツの観点から定量的に実態を

明らかにし、導入時の意思決定に資するデータ

を提供することを目的とする。 

 

2. 方法論 

 上述の通り、電子書籍サービスにはさまざま

なベンダーが存在する。「電子図書館・電子書

籍と子供の読書活動推進に関する実態調査」3)

によれば、TRC-DL、LibrariE、Yomokka!、

School e-Library、OverDrive、Maruzen eBook 

Library、KinoDen、学研ライブラリー等が導

入されている。これらのうち、学校における導

入率の高さ、および、第三者が認証なしで個々

の書誌データにアクセス可能なシステムであ

ることといった条件を考慮し、TRC-DL

（LibrariE）を調査対象とした。 

 実際に導入している学校については、TRC

の公式サイトに掲載されている導入事例 6)の

ほか、サーチエンジンによって検索を行った。

検索ワードは“学校 AND (電子書籍 OR 電子

図書館 OR web.d-library.jp)”とした。表 2は

その結果を示したものである。最終的に 76事

例を特定した。これらのうち、公立学校が 19

件、私立学校が 57件であった。また、第三者

がコンテンツを確認することができる公開さ

れたシステムは 56件あり、うち公立学校が 14

件、私立学校が 42件であった。学校種別では

私立中高が 335件と最も多く、次に、私立高校

（19件）、公立小中（9件：義務教育学校を含

む）の順であった。また、公立学校 19件のう

ち、自治体一括のものは 11件（うち公開 6件）

であった。なお、全 76システムのうち、2019

年以前に導入されていたものは 8 件（10.7％）

であることから、やはり学校図書館においても

コロナ禍を契機として電子書籍サービスが導

入されるようになったものと推察される。 

次に、公立図書館との連携事例について調査

を行った。文部科学省委託調査 3)によれば、す

べてもしくは一部の公立図書館で学校図書館

の電子書籍サービスと連携した取組を行って

いると回答した自治体は 9.8％（110 自治体）

であった。ここでは、公共図書館において電子

書籍サービスを実施している自治体に関する

調査結果 7)に基づいて、それぞれの自治体にお

いて学校図書館との連携を実施しているか否

かについて調査を行った。その結果、2025 年

9 月時点で TRC-DL を導入している 386 シス

テムのうち、49件の連携事例が確認された。 

また、公共図書館においては、読者対象を子

どもに特化した、いわゆる「子ども電子図書館」

を導入している自治体が存在する。ここで該当

するのは、広島県、福岡県、宮崎市、北九州市、

西東京市、伊丹市の 6自治体であった。福岡県

以外は電子書籍サービスの名称に「子ども」や

「青少年」といった用語が含まれており、福岡

県については、KinoDenを提供する1号館と、

TRC-DL&LibrariE を提供する 2 号館とがあ

り、後者について、“オーディオブックや、子

ども・中高生向けの電子書籍が利用”8)できる

ことが示されている。 

このほか、公共と学校それぞれにおいて電子

書籍サービスを実施している自治体も存在す

る。ここでは、県立高校の所在地の自治体も対

表 2. 電子書籍サービスを導入する学校 
 公立 私立 計 

高 6 19 25 

中高 2 35 37 

中 1 1 2 

小中 9 0 9 

小 1 1 2 

幼 0 1 1 

計 19 57 76 

うち公開 14 42 56 
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象に含めた結果、さいたま市、久喜市、矢板市、

習志野市、川口市、所沢市の 6自治体が該当し

た。 

 以上のように、子どもの読書環境における電

子書籍サービスの実施形態として、A. 学校

（56）、A-1. 幼少中（7）、A-2. 中高（49：中

学校 1校を含む）B. 公共連携（49）、C. 子ど

も図書館（6）、D. 学校公共別（6）の 6つのグ

ループを識別し、それぞれ比較行う。 

 

3. 結果 

3.1. コンテンツ数 

表 3 は 6 つのグループごとのコンテンツ数

を示したものである。学校のうち、幼少中の大

半は自治体全体の公立小中学校（義務教育学校

を含む）向けの電子書籍サービスであり、中高

の大半は特定の高校もしくは中高の電子書籍

サービスである。したがって、平均コンテンツ

数については、読み放題コンテンツや児童書を

含めて中高よりも幼少中の方が多い。 

 公共図書館の提供する電子書籍サービスの

うち、平均コンテンツ数の最も多いのは学校公

共別であったが、児童書については最も少なく

なっている。これは公共と学校を別にすること

で明確な役割分担が生まれたためであると考

えられる。また、公共連携と子ども図書館はい

ずれも児童書の数は多いが、子ども図書館の方

が読み放題コンテンツがより多い傾向が見ら

れた。 

3.2. NDC 分類ごとの比率 

 次に、表 4は 6つのグループごとにNDC分

類によるコンテンツ数を合計し、その比率を示

したものである。また、参考のために、全国SLA

による学校図書館メディア基準 9)による「標準

配分比率」を併せて示した。 

 電子書籍サービスにおける幼少中について

表 3. 学校種別および実施形態別のコンテンツ数の比較 

    コンテンツ数 
コンテンツ数 

除青空文庫 
読み放題 児童書 

学校 
平均値 867 583 62 178 

中央値 559 431 0 64 

幼小中 
平均値 1,590 1,304 469 782 

中央値 1,772 1,272 365 547 

中高* 
平均値 764 480 4 92 

中央値 520 397 0 59 

公共連携 
平均値 8,951 5,465 260 1,480 

中央値 8,072 2,966 250 994 

子ども図書館 
平均値 5,291 2,225 1,742 1,268 

中央値 2,670 1,630 297 1,433 

学校公共別 
平均値 11,000 5,052 100 751 

中央値 11,009 3,856 0 779 

*中学校（1校）は中高に含む 

 

表 4. NDC分類ごとのコンテンツ数の比率 

 学校 幼少中 中高* 
公共 

連携 

子ども

図書館 

学校 

公共別 

基準：

小学校 

基準：

中学校 

基準：

高校 

相関係数 1.000 0.964 1.000 0.988 0.992 0.990 0.777 0.773 0.679 

0類 2.1% 1.3% 2.2% 2.1% 1.2% 1.8% 6％ 6％ 7％ 

1類 4.7% 13.5% 3.8% 3.0% 1.8% 2.9% 3％ 5％ 7％ 

2類 4.2% 2.6% 4.3% 4.9% 3.1% 5.2% 16％ 16％ 16％ 

3類 8.1% 4.3% 8.5% 9.4% 5.4% 8.3% 10％ 10％ 12％ 

4類 6.7% 11.0% 6.2% 5.4% 3.8% 4.3% 16％ 15％ 14％ 

5類 3.6% 4.1% 3.5% 7.3% 2.9% 5.1% 6％ 6％ 6％ 

6類 1.6% 2.5% 1.5% 2.9% 1.1% 1.9% 5％ 5％ 4％ 

7類 5.6% 7.0% 5.5% 7.8% 6.6% 7.3% 8％ 8％ 8％ 

8類 8.2% 2.1% 8.9% 2.9% 1.3% 2.0% 5％ 6％ 7％ 

9類 55.2% 51.7% 55.5% 54.3% 72.8% 61.2% 25％ 23％ 19％ 

*中学校（1校）は中高に含む 
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は、1類（哲学・心理学・宗教）および自然科

学（数学・理学・医学）の比率が高く、中高に

ついては 8類（言語）の比率が高い点が挙げら

れる。また、学校図書館メディア標準と比較し

て、電子書籍サービスの 9類（文学）の比率は

総じて高いと言えるが、なかでも子ども図書館

は 72.8％と突出して高くなっている。 

3.3. 連携による貸出数の推移 

 学校と公共図書館の連携事例においては、電

子書籍サービスを実施している自治体内の小

中学校の児童・生徒や教職員に一括して IDを

配布するなどして、GIGAスクール端末からア

クセスできるようにするといった事例が多い。

図 1は、そうした学校と連携している公共図書

館の年報・要覧に電子書籍の貸出数を掲載して

いるもののうち、2018 年以前から電子書籍サ

ービスを実施している自治体の貸出数の推移

を示したものである（関市のみ OverDrive、そ

れ以外は TRC-DL）。 

その結果、いずれも連携を始めることによっ

て貸出数が大きく増加していることが分かる。

植村らの調査 10)によれば、電子書籍サービス

を実施する公共図書館のうち、45.7％が「予想

（計画）よりも、利用（利用者）が少ない」と

回答していることから、公共図書館にとって学

校との連携には一定のメリットがあるといえ

る。 

一方、学校側の予算的なメリットは明白であ

るが、公共図書館における電子書籍サービスの

導入率は 2025 年 7 月時点で 33.1％であるこ

とから、現状では、すべての自治体においてこ

うした電子書籍サービスの連携が実施可能と

いう訳ではない。 
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図 1. 自治体内の小中学校の児童・生徒に IDを配布した自治体の電子書籍貸出数の推移 
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公立図書館の観光資源性に関する探索的研究 

 

吉井 潤  

都留文科大学非常勤講師 

jun-yoshii@tsuru.ac.jp 

 

抄録 

本研究は,公立図書館が持つ観光資源としての特徴と傾向を実証的に明らかにすることを

目的とした。発表者が観光客として 47 都道府県 168 館を訪問し,6 項目（建築,滞在性,雰

囲気,コレクション,地域資料,連携）で観察評価を行った。結果,「気軽に入れる雰囲気」

（89.3%）は圧倒的に高評価だったが,「建築物自体が観光対象」（7.7%）,特に「他施設と

の連携」（3.0%）は極めて少数だった。施設固有の魅力に加え,情報発信と連携が観光資源

化には不可欠であり,実態と認知の乖離を埋めることが今後の課題である。 

 

1.研究の背景 

法改正による制度的後押しと観光客のニーズ

を背景に,公立社会教育施設（図書館,博物館等）

を観光振興に活用する環境が整いつつある。ま

ず制度面では,第 9次地方分権一括法により,従

来教育委員会が所管していた博物館や図書館と

いった公立社会教育施設を,観光・地域振興やま

ちづくり分野を担う首長部局へ移管することが

可能になった。内閣府資料 1)が示すように,この

改正は「文化・観光振興や地域コミュニティの

持続的発展等に資する」ものであり,地方公共団

体がこれらの施設を観光振興へ活用する方向性

を強めることを可能にした。加えて,観光客のニ

ーズもこの動きを後押ししている。「JTBF 旅行

意識調査」2)によれば,38.4%の回答者が「歴史・

文化観光」を行ってみたい旅行タイプとして挙

げており,地域の歴史や文化を深く知りたい,あ

るいは地元住民と交流したいと望む観光客が一

定数存在することが示唆されている。 

 

2.先行研究 

先行研究は,図書館が従来の役割を超え,観光

客の知的ニーズや地域指向といった新たな観光

トレンドに対応する存在として,観光客と地域

をつなぐ役割を担い,観光振興やまちづくりに

貢献しうる可能性を示唆している。まず,松本秀

人は,観光が従来の「物見遊山型」から,地域の

文化や固有性を求める「地域志向」や学習・体

験を求める「多様化」へと変容していると指摘

し,この観光客の「知的ニーズ」に応える存在と

して図書館が注目されるべきであり,両者の「融

合」がまちづくりの課題解決策になり得るとし

た 3)。さらに松本は,従来観光資源と見なされて

こなかった図書館が持つ地域資料やレファレン

ス機能等の諸要素が観光に貢献できるとし,特

に観光者と地域との「コミュニケーションの媒

介役」として,「よそ者」と交流し地域外の声を

聴く場となりうる機能を強調した 4)。また,日本

交通公社の「観光文化」4)では,こうした可能性

を背景に,観光対象・目的となる図書館」,「観

光客の滞在・時間消費の場となる図書館」,「地

域をつなぐ図書館」,「地域魅力を発信する図書

館」と分類し代表的な事例を紹介し,この融合を

より効果的に進めるためには,観光行政や地域

関係者との連携,および観光客が利用しやすい

環境づくりが必要であると提言している。 

 

3.研究の目的 

先行研究が可能性の提示や事例紹介に留まり

議論が停滞している現状を踏まえ,本研究は,公

立図書館が観光資源として持つ特徴と傾向を実

証的に明らかにすることを目的とする。松本

(2010年)による研究は「可能性の提示」が中心

であり,日本交通公社の「観光文化」(2019 年)

も 29の「事例紹介」が中心であった。これら以

降,「図書館と観光」に関する議論は深まってい

るとは言い難い。そこで本研究は,図書館と観光

が結びつくか否かという点を改めて問い直し,
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特に図書館建築・施設設備と公立図書館が収集

する,地域の文化・歴史を知るための地域資料や

地域情報を観光資源として注目する。その上で,

現代の公立図書館において,どのような要素が

観光資源として機能しているのか,そしてどの

ような要素が希少であるのかを解明し,今後の

可能性と課題を探るための基礎的知見を提供す

ることを目指す。 

 

4.研究方法 

本研究は,発表者自らが 47都道府県の観光旅

行者として 168 館の公立図書館を訪問し,その

観光資源としての実態を「建築・施設設備」と

「地域資源」に関する評価項目に基づき観察評

価したものである。2021年 7月から 2025年 10

月現在にかけて,家族で 47都道府県すべてを宿

泊を伴う観光目的で訪問する過程で公立図書館

に行った。図書館訪問の際,図書館側が身構える

ことを避けるため,視察等の事前連絡は行わず,

あくまで一来館者の視点で館内の状況を観察し

た。また,図書館員や他の来館者にインタビュー

調査は行っていない。評価にあたっては,先行研

究を踏まえて項目を「図書館建築・施設設備」

と「地域資源」に大別し,具体的には「建築物自

体が観光対象になっている（例：歴史的建造物,

著名建築家の設計,ユニークな外観）」,「観光客

が滞在しやすいカフェ,飲食店や飲食可能な休

憩スペースがある」,「誰でも気軽に入れる雰囲

気がある」,「見に行きたくなるような貴重なコ

レクションや演出がある」,「地域資料や地域文

化等地元の産業をアピールするコーナーがわか

りやすい」,そして「他施設や宿泊施設等との連

携がある」という 6点について評価を行った。 

 

5.調査結果 

5.1評価項目全体の傾向 

表 1に示すように調査結果の評価項目全体の

傾向として,「誰でも気軽に入れる雰囲気があ

る」と評価された公立図書館は 150館 (89.3%) 

に達し,全項目の中で圧倒的に最も多かった。こ

れに続いたのは「観光客が滞在しやすいカフェ,

飲食店や飲食可能な休憩スペースがある」（73

館, 43.5%）であったが,「他施設や宿泊施設等

との連携がある」はわずか 5館 (3.0%) にとど

まり,評価項目として最も少なかった。 

 

表 1 評価項目別集計表 
館数(館) (%)

建築物自体が観光対象になっている（例：歴史的建造物、
著名建築家の設計、ユニークな外観）

13 7.7%

観光客が滞在しやすいカフェ、飲食店や飲食可能な休憩ス
ペースがある

73 43.5%

誰でも気軽に入れる雰囲気がある 150 89.3%

見に行きたくなるような貴重なコレクションや演出がある 49 29.2%

地域資料や地域文化等地元の産業をアピールするコー
ナーがわかりやすい

58 34.5%

他施設や宿泊施設等との連携がある 5 3.0%

図書館建
築・施設
設備

地域資源

評価項目

 

 

5.2築物自体が観光対象になっている 

「建築物自体が観光対象になっている」施設

は 13館（7.7%）存在した。その具体例として,

建築家・平田晃久氏が設計を手がけた群馬県の

太田市美術館・図書館が挙げられる。この公立

図書館は建築デザインが来館者の体験価値を高

めている点が特徴で,例えば,図書エリアには

様々なデザインの椅子が配置され,大きな窓ガ

ラスから日を浴びながら読書ができ,展示室は

ゆるやかなスロープと螺旋階段で結ばれる等,

建物自体が魅力的な体験空間となっている。 

図書館施設そのものではないが,オブジェや

ブロンズ像が観光客の撮影対象になっている図

書館もある。その具体例として,鳥取県の北栄町

図書館が挙げられる。この図書館は,JR 由良駅

から青山剛昌ふるさと館（『名探偵コナン』の原

作者の資料館）へ向かう途中に位置しており,

図書館の目の前には小嶋元太のオブジェ,入り

口近くには工藤新一のブロンズ像といった,同

作品に関連するオブジェや像が設置されている。

実際に観光客がこれらのオブジェやブロンズ像

の写真を撮っている観光客を確認した。図書館

自体が観光対象として機能していることが裏付

けられる。なお館内には名探偵コナンコーナー

があり,貴重なセル原画やサイン色紙も展示さ

れている。 

 

5.3 観光客が滞在しやすいカフェ,飲食店や飲

食可能な休憩スペースがある 

多くの公立図書館には,観光客が滞在しやす

いカフェや飲食店,飲食可能な休憩スペースが

設けられている。実際,調査対象の 73館（43.5%）

がこれに該当した。その具体例として,岐阜県の

中津川市ひと・まちテラスが挙げられる。この
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施設は図書館やカフェ,子育て支援,市民交流を

備えた複合施設であり,建物の外にカフェがあ

る案内を出すことで,カフェ目的の観光客でも

入りやすいよう工夫されている。 

香川県の善通寺市立図書館は,館内で飲食や

会話が可能なスペースを提供している。具体的

には,館内の一角に「カフェ・イベントコーナー」

を設けており,実際に,このスペースで持参した

弁当を広げて食事をしている人を数名確認した。 

 

5.4誰でも気軽に入れる雰囲気がある 

多くの公立図書館が,誰でも気軽に入れる雰

囲気を持っている。調査対象の 150館（89.3%）

が該当した。その例として一関市立一関図書館

が挙げられる。この図書館では野外の SL展示や

カフェが設置されている。さらに,館内はスペー

スが広く取られ,書架間も広くゆったりと本が

選べる設計になっており,こうした要素が誰で

も気軽に入れる雰囲気作りに寄与している。 

鳥取県の境港市民図書館は,開放的な建築デ

ザイン,公園との一体感,そして利用しやすい設

備の導入により,誰でも気軽に入れる雰囲気を

作り出している。市民交流センターやカフェ等

を含む複合施設「みなとテラス」の一部として

整備されたこの公立図書館は,弓ヶ浜半島をイ

メージした湾曲した外観が特徴である。吹抜け

のエントランスホールやカフェや,内部の活動

がわかりやすいように意図された開放的なデザ

インを採用している。さらに,公園とのつながり

をコンセプトに,豊かな緑の景観を取り込んだ

明るい空間を実現し,バルコニーを介して公園

と自由に行き来できる構成となっている。こう

した環境は,くつろぎながらの読書,一人での勉

強や仕事,友人との時間等,来館者が思い思いの

時間を過ごすことを可能にしている。加えて,

子ども用トイレや授乳室といった観光途中の休

憩にも便利な設備が整っている点も,その入り

やすさに寄与している。 

 

5.5 見に行きたくなるような貴重なコレクショ

ンや演出がある 

一部の公立図書館は,「見に行きたくなるよう

な貴重なコレクションや演出」を有しており,

調査対象の 49館（29.2%）がこれに該当した。

その具体例として,熊本県の菊陽町図書館の「少

女雑誌村崎コレクション」が挙げられる。これ

は,明治から昭和初期に独自の発展を遂げた「少

女雑誌」を 3,000点以上集めたもので,貴重な資

料である。また,一冊一冊が製本されずに当時の

まま残っている点も特徴である。 

新潟県の長岡市立互尊文庫は,独自の資料排

架と空間デザインによる演出によって,来館者

の感性を刺激する空間を提供している。この公

立図書館の大きな特徴は,NDC（日本十進分類法）

を用いず,館内を「くらす」「はたらく」「ひらめ

く」の 3 つのエリアに区分けし,15 の独自テー

マで資料を排架している点にある。例えば,大人

の読み物と一緒に絵本や漫画を排架し,図鑑の

隣に料理の本がある等意外性のある組み合わせ

が,来館者の感性を刺激する。こうしたユニーク

な排架に加え,木をふんだんに使った落ち着い

た雰囲気の空間に,大小さまざまな形の本棚や

ソファ,テーブルを配置する等,空間デザインに

も工夫が凝らされている。 

 

5.6 地域資料や地域文化等地元の産業をアピー

ルするコーナーがわかりやすい 

一部の公立図書館では,地域資料や地元の文

化・産業をアピールするコーナーが分かりやす

く設置されており,調査対象の 58館（34.5%）が

これに該当した。その具体例として栃木県の真

岡市立図書館が挙げられる。この図書館では,1

階入口すぐのウェルカムギャラリーに「もおか

資料」コーナーを設け,真岡木綿や真岡鐵道とい

った真岡市の産業や地域に関する展示を分かり

やすく行っている。 

また,宮城県の気仙沼図書館 2階にある「物産

展示コーナー」では地元企業のツナ缶,さば味噌

煮缶等が展示されていた。 

 

5.7他施設や宿泊施設等との連携がある 

他施設や宿泊施設等との連携を行っている公

立図書館はごく少数である。実際,調査対象のう

ち,こうした連携が見られたのはわずか 5 館

（3.0%）のみであった。その一例として神奈川

県の小田原駅東口図書館が挙げられ,ここでは

近隣の宿泊施設である天成園小田原駅別館の宿

泊客に対し,小田原観光や仕事に役立ててもら

うことを目的として図書館資料の貸出サービス

を行っている。 
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また,山形県の酒田市立中央図書館は,ホテル,

レストラン等を含む複合施設「ミライニ」の一

部として一体整備されており,連携により月の

ホテルの宿泊者は,貸出処理を行わずに図書館

資料を客室やレストランに持ち出すことが可能

である。 

 

5.8調査対象図書館の傾向 

表 2は調査対象図書館の評価項目該当数を示

したものであり,6 つの評価項目を満たした図

書館はなかった。高知県梼原町のゆすはら雲の

上の図書館は,本も建築も楽しめる人気のスポ

ットである。建築家・隈研吾氏が設計を手掛け,

梼原町産のスギを内外装にふんだんに使用した

空間は,訪れる人を木のぬくもりで包み込む。さ

らに,本との出会いにも工夫が凝らされており,

書架が「いろは」順のテーマ別に分類され,利用

者が館内を歩きながら自然と新しい本に出合え

る仕掛けとなっている。こうした本と建築両面

の魅力が評価された結果,調査対象図書館の中

で 5つの評価項目を満たしている。 

 

表 2 調査対象図書館の評価項目該当数 

 

評価項目該当数 館数(館) (%)

6 0 0.0%

5 2 1.2%

4 12 7.1%

3 48 28.6%

2 48 28.6%

1 50 29.8%

0 8 4.8%

合計 168 100.0%  
 

6.考察 

公立図書館が観光客のニーズに応える開かれ

た場所となることで,観光活動の多様化や地域

経済に貢献する可能性がある。観光客は,旅の途

中で休憩や情報収集の場所を必要としている。

公立図書館がこうした需要に応える開かれた雰

囲気や機能を提供することで,観光客が図書館

で時間を過ごすことが可能となり,それが観光

活動の多様化や観光中における時間消費の場の

増加につながる。このように,図書館が観光客の

多様な活動を支えることは,結果として間接的

に地域の経済活動にも寄与すると考えられる。 

公立図書館は,地域の知的遺産を活用して情

報を「地域の魅力」として可視化する要の存在

であり,観光客の好奇心を刺激し旅の可能性を

広げる不可欠な役割を担っている。調査対象の

多くの図書館で「地域資料や地域文化,地元の産

業をアピールするコーナー」が分かりやすく設

置されていることが示すように,図書館はまず

観光客がその地域特有の歴史や文化を深く知る

ための重要な情報源となっている。さらに,図書

館は単なる情報源に留まらず,観光客がそこで

の発見を通じて周辺地域を発見するための「出

発地」としても機能する可能性を秘めている。

来館者は,図書館が提供する地域資料や情報を

手がかりに,史跡,地場産業,祭り等,次の目的地

を発見できるのである。このような「出発地」

としての機能は,特別な建築やコレクションを

持たない図書館においても比較的ある。 

公立図書館が観光資源としての機能を発揮す

るためには,施設固有の魅力に加え,それを観光

客に伝達する情報発信や関係機関との連携が不

可欠である。いかに優れた建築や特色あるコレ

クションを有していても,それらが観光客に認

知され,訪問の対象として選択されなければ,観

光資源として顕在化するには至らない。このよ

うな認知と実態との乖離は,今後の図書館と観

光振興を考察する上で重要な課題である。 
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生成 AIを用いたメタデータマッピングの効率的作成法 

RDA-BIBFRAME マッピングの作成試行 

 

谷口 祥一 （元・慶應義塾大学文学部） 

s.taniguchi@keio.jp 
 

メタデータスキーマのマッピング作成における生成 AI 活用の有効性検証を目的にして、最新

RDA エレメントから BIBFRAME へのマッピング作成を ChatGPT を用いて試行し評価した。

体現形・著作・表現形エレメント群を対象に、それらの定義データに加えて、階層表現、「意味

的な分解表現」を追加した上で、マッピング先を示した一定数の訓練用データを与えた評価実

験とした。併せて、全件マッピング先同定済みデータを用いた層化 k 交差検証を追加して実行

し評価した。 

 

１．はじめに 

 メタデータスキーマのマッピング作成と管

理には多大な労力を通常必要とする。本研究は、

汎用的な生成 AI である ChatGPT 5 をマッピ

ング作業支援ツールとしてどのように活用す

ることができ、どの程度の性能を示すのかを実

験により検証することを目的とする。取り上げ

る事例は、最新 RDA エレメントから

BIBFRAME（以下、BF）へのマッピングとい

う、両者間に大きなギャップがある事例とし、

human-in-the-loop による効率的なマッピン

グ作成支援の構図を意図した。 

 最新 RDA は「オフィシャル RDA」と呼ば

れ、2020 年末に完了した 3R プロジェクトに

よって、それ以前の RDA（オリジナル RDA）

から大幅に変更されており、数年後には欧米等

において移行が予定されている。他方、BFは

2016 年にバージョン 2 が公開されてからも微

調整が続いており、その後に実体 Hub が導入

されるなど最終形は未だ見えない状況にある。 

 これら両者間のマッピングとして、現在、公

認されたものはない。RDA 運営委員会は、最

新RDAからMARC21やDCMIメタデータ語

彙などへのマッピングを策定し公開している

が、BFへのマッピングは対象とされていない。

代わって、BFへのマッピングをフィンランド

国立図書館は 2023年時点で試作し公開したが、

マッピング先の BF記述が粗く、大まかなマッ

ピングと言わざるをえない 1)。また、複数のマ

ッピング先 BF 記述があるものは除外されて

いる。他方、オリジナル RDA から BFへのマ

ッピングはワシントン大学図書館による 2020

年時点のものがあるが、その後の更新はなされ

ていない 2)。 

 

２．マッピング作成の試行実験 

２．１ 対象データと前処理 

 実験には 2025年 7 月時点の最新 RDA 語彙

v5.4.53)と BFオントロジーv2.6.04)の定義デー

タを用いた。RDA エレメントは、体現形を定

義域とする 409 個、著作を定義域とする 608

個、表現形を定義域とする 516個を採用した。

これら以外の個別資料や Agent（行為主体）を

定義域とするエレメントは対象にしていない。 

 個別エレメントの定義データには、URI、エ

レメント名であるラベル、定義文、直上位エレ

メントが示されている。 

 その後の試行を見据えて、各エレメントの意

味と位置づけの理解を容易にするために、エレ

メントの上位下位関係に基づき階層的に整列

させた。ただし、最大 2つの上位エレメントを

もつ多重階層であるため、同一エレメントの複

数回出現が伴う。また、上位エレメントのうち、

定義域が実体 RDA entityであるものは階層木

に加えていない。 

 さらに、最上位エレメントからの経路を順に

並べて表した「階層表現」を定義データに追加

した。例えば、「related entity of work > related 

RDA entity of work > related agent of work > 

creator agent of work > artist agent > artist 

collective agent > artist corporate body > 

calligrapher corporate body」となる。同一エ

レメントでも出現箇所に依存して、この階層表

現は異なるものとなる。 

 他方、BF オントロジーは RDF+OWL を用

いて定義されたクラスとプロパティからなる。 

 

２．２ 実験 1：RDA エレメントの「意味分

解表現」の付与 

 個々のRDAエレメントの意味と位置づけを

明瞭に表すものとして、新たにエレメントの

「意味分解表現」を追加した。エレメント

calligrapher corporate body の意味分解表現

は「related agent - creator agent - corporate 
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body - calligrapher」、エレメント preferred 

title of workのそれは「related nomen - title 

of work - preferred title of work」のようにし

た。こうした意味分解表現の方式は複数考えら

れ、ここではそのうちの一つを採用した。厳密

な構成規定等は設けておらず、他の表現方式を

含めて詳細な検討は行っていない。 

 実験では、階層的に整列したエレメント群の

一定範囲に対して、人手で意味分解表現を付与

した。ある範囲のエレメント群に適用されるで

あろうパターンをもつ部分を選んで人手で意

味分解表現を付与した。つまり、ランダムに付

与対象エレメントを選択することをしていな

い。これは ChatGPTによる付与実験において、

訓練用（事前学習用）の正解データとして用い

る、すなわち自動付与処理において適用可能な

事例が一定程度存在し、それによって有効に機

能することを意図したからである。 

 実験 1 では表 1 に示した通り、先ず人手で

順次、体現形エレメント 409のうち 213個（階

層表示では 224行）、著作エレメント 608のう

ち 133個（149行）、表現形エレメント 516の

うち 63個（63行）に意味分解表現を付与した。

それらを訓練用正解データとし、ChatGPTに

その作成ルールを導出させ、かつ未付与分のエ

レメントに対して意味分解表現を付与させた。 

 その付与結果を人手で確認したところ、体現

形で未付与の 196エレメントのうち 52が正し

い表現であった（正解率 0.265）。同様に、著作

の 475 エレメントのうち 232、表現形の 453

エレメントのうち 222 がそれぞれ正しい表現

であった（正解率 0.488 と 0.490）。正解率に

幅があるとはいえ、ChatGPTによる意味分解

表現の付与は比較的良好な性能を示したと考

えられる。なお、著作エレメントの実験、表現

形エレメントの実験では、それぞれ先行して処

理した体現形と著作のエレメント意味分解表

現全件を追加データとして参照させている。 

 自動付与した結果の誤りデータはすべて人

手で修正し、以降の実験に用いた。後の BF記

述の付与実験において、この意味分解表現を参

照対象データに含める場合と含めない場合と

の相違を調べた。 

 

２．３ 実験 2：マッピング先 BF記述の付与 

1) ステップ 1：RDAエレメントのマッピング

先 BF 記述を人手で一定数のエレメントに対

して付与し、訓練用データを準備した。ランダ

ムに対象エレメントを選ぶのではなく、一定程

度の適用が期待されるパターンをもつ部分を

選んでおり、ChatGPTによる付与処理が有効

に機能することを意図した。体現形では 226個

（全体の 55.3%）、著作では 133（21.9%）、表

現形では 111（27.4%）のエレメントに対する

正解付与とした（表 2）。 

 マッピング先 BF記述の同定においては、フ

ィンランド国立図書館とワシントン大学図書

館によるものの両者を参考にしたが、それらと

は異なるマッピング先とした事例もある。BF

の説明文書などは不十分であり、曖昧さが残る

段階での判断とした。例えば、RDA エレメン

ト calligrapher corporate body のマッピング

先は「W - contribution - [ Contribution ; agent 

- Organization ; role - rdf:resource= "http://id. 

loc.gov/vocabulary/relators/cll" ]」、エレメント

preferred title of workのマッピング先は「W 

- title - Title」とした。これらは Turtleの略記

形式を採用しており、最初の事例は「bf:Work 

bf:contribution [ a bf:Contribution ; bf:agent 

bf:Organization ; bf:role rdf:resource= 

"http://id.loc. gov/vocabulary/relators/cll" ]. 」

を略記したものであり、Relator の MARC コ

ード（”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/”）

を組み合わせて使用している。 

 なお、体現形間・著作間・表現形間という同

一実体間での関連、あるいはこれら異種実体間

の関連については、プロパティ relatedToとそ

の下位プロパティのみマッピング先として採

用した（「 W - relatedTo - W 」、「 W - 

hasDerivative - W 」 な ど ）。 ク ラ ス

Relationship に属する MARC コード値

（ ”http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/”）

を採用して「 W - relation - Relation - 

relationship - rdf:resource=”http://id.loc.gov 

/vocabulary/relationship/***” ]」のようにする

ことも可能と見られるが、BFプロパティとし

て定義済みのものとの持ち分けなどが不明な

ため、今回のマッピング先には採用していない。 

2) ステップ 2：人手で付与した BF 記述を訓

練用データとし、併せてエレメントのラベル、

定義文、階層表現、先に付与した意味分解表現、

そして BF オントロジーであるクラスとプロ

パティの定義ファイル、Relator の MARC コ

ードファイルを ChatGPTに入力し、そこから

Relatorマッチング手順書を生成させた。これ

は上述の事例のように「I/W - contribution - 

[ Contribution ; role - Role ]」（Iは Instance）

となるマッピング先において、クラス Role に

該当するMARCコード値をいかに同定するか

という手順をまとめたものである。意味分解表
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現の箇所を活用した規則が導出されているバ

ージョンと、意味分解表現を用いないバージョ

ンとを生成させた。 

 同様に、著作エレメントについてのみ、プロ

パティ subjectが用いられるパターンを同定す

る Subjectマッチング手順書を導出させた。 

3) ステップ 3：BF記述未付与分の RDA エレ

メントに対して、ChatGPT による BF 記述付

与を実験した。実験は、2-①先に付与した RDA

エレメントの「意味分解表現」とそれを活用し

たマッチング手順書を使用した場合と、2-②意

味分解表現を参照せずに BF 記述付与を試行

した場合との両者を行った。それぞれの実験に

おいて、ChatGPTに順位を付けて 3つまで候

補を回答させた。最終的には、付与されたもの

を人手で点検し、必要な修正を行った。 

実験 2-①：「意味分解表現」とそれに対応する

Relatorのマッチング手順書、さらに著作エレ

メントの場合には Subject マッチング手順書

を入力している。体現形・著作・表現形エレメ

ントの順に実行し、著作の実験では先行して同

定した体現形エレメントの全件正解データを、

表現形の実験では著作エレメントの全件正解

データを、それぞれ訓練用データとして追加入

力している。 

 実験結果は、体現形エレメントでは評価用デ

ータである 183エレメントのうち 84（45.9%）、

著作は 475 エレメントのうち 175（36.8%）、

表現形は 405 エレメントのうち 188（46.4%）

が正解であった（表 3）。また、正解となったエ

レメントのマッピング先 BF 記述パターンを

集計したところ、その殆どはパターン「I/W - 

contribution - Contribution」に該当するもの、

すなわち実体 Agent との関連に属するエレメ

ントであった。体現形エレメントでは正解 84

個のすべてがこれに該当し、著作では正解 175

のうち 171、表現形では正解 188 のうち 186

がこれに該当した（表 4）。 

 一方、著作エレメントにおける Subjectマッ

ピング手順書は結果的に殆ど機能せず、正解数

の増加に寄与しなかった。表 4に示した「正解

－それ以外」の 4件がこの Subjectパターンに

該当したが、同じ著作エレメントにおいても、

Subjectに該当する 23件が不正解であった。 

 なお、ChatGPT からの第 2 候補および第 3

候補の回答は、いずれのエレメントにおいても

すべて不正解であった。 

実験 2-②：「意味分解表現」を参照せず、併せ

て Relator マッチング手順書もそれに合った

ものを採用して実験した。実験結果は、いずれ

のエレメント群においてもかなり低い正解率

となった（表 3）。 

 ChatGPTによる第 2および第 3候補の回答

は、体現形エレメントにおける 3件の正解にと

どまった。表 3 ではこの 3 件を便宜的に正解

数に含めて示した。 

 以上の実験 2-①および②の結果を得たが、

ChatGPT を含めて生成 AI による回答は、プ

ロンプトの微細な調整、あるいは同一プロンプ

トの再実行によっても、その回答が変化しうる

という特性がある。本研究で今回得られた結果

も安定したものとは言えないことは留意しな

ければならない。 

 

３．交差検証による性能評価実験（実験 3） 

 先の実験によりマッピング先 BF 記述の同

定と確認が完了した 3つのRDAエレメント群

に対して、再度、BF記述付与の性能評価実験

を、層化抽出 k 分割交差検証によって実行し

た。ここではエレメントの階層的な整列は用い

ず、エレメント数に該当するデータとした。 

 2 つの方法による層化抽出を行っており、1

つめはマッピング先 BF 記述のパターンに依

拠した 4分割を行い、2つめの方法ではマッピ

ング先 BF記述を参照させず、残りの要素に基

づき 4 分割を行った。それぞれの層化抽出後

に、訓練用・テスト用のデータを順次切り替え、

4回の独立した BF記述付与実験を行った。実

験は、前述の実験 2-①に相当する、「意味分解

表現」とそれを活用した Relatorマッチング手

順書・Subjectマッチング手順書を用いた実験

のみとした。ただし、先の実験と異なり、著作

エレメントの実験において体現形エレメント

の全件正解データを、表現形エレメントの実験

において著作エレメントの全件正解データを

訓練用データとして追加入力することはして

いない。 

 実験結果は、交差検証のマイクロ平均正解率

と、その正解率のWilson 95%信頼区間をもっ

て表 5 に示した。層化抽出法 1 による実験で

は、体現形エレメントの正解率 0.210、著作エ

レメント 0.321、表現形エレメント 0.343であ

った。なお、ChatGPTの第 2または第 3候補

の回答が正解であった事例も、ここでは正解に

含めている。結果的には大まかに言って、BF

記述のうちどの程度が「I/W - contribution - 

Contribution」のパターンに該当するかが性能

を決定している模様である。 

 層化抽出法 2による実験結果は、体現形エレ

メントの正解率 0.249、著作エレメント 0.326、
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表現形エレメント 0.192であった。表現形エレ

メントを除いては、層化抽出法 1による結果と

同程度の正解率であった。ただし、十分に有効

とは言い切れない性能値である。 

 

引用文献 
1) Finland National Library. RDA_BIBFRAME_ 

mapping_2022_2023_FI. https://docs.google.com/ 

spreadsheets/d/16JWdhQcFMybVQtEsWV1RIiO

h2URl1JT0/edit?usp=sharing&ouid=1074629567

95239912593&rtpof=true&sd=true 

2) University of Washington Libraries. RDA/RDF to 
BIBFRAME Mapping. 2020-11-04. 

https://lib.uw.edu/wp-content/uploads/cams_swr_ 

rda-rdf-to-bibframe-mapping.pdf 

3) RDA Registry. https://www.rdaregistry.info/. 

v5.4.5 の定義データは、次のURLでアクセス可

能：https://github.com/RDARegistry/RDA-

Vocabularies/releases/tag/v5.4.5 

4) Library of Congress. BIBFRAME Ontology. 

v2.6.0. https://id.loc.gov/ontologies/bibframe.rdf 

 

表 1 実験 1：RDAエレメントの意味分解表現の付与実験結果 

  訓練用データ テスト用データ 

 
エレメ

ント数 

エレメ

ント数 
% 

エレメン

ト数 
% 正解数 正解率 不正解数 不正解率 

体現形エ

レメント 
409 213 52.1 196 47.9  52 .265 144 .735 

著作 608 133 35.0 475 78.1 232 .488 243 .512 

表現形 516  63 41.3 453 87.8 222 .490 231 .510 

 

表 2 実験 2：マッピング先 BF記述の付与実験 

  訓練用データ テスト用データ 

 エレメント

数 
行数 

エレメン

ト数 
% 行数 

エレメン

ト数 
% 行数 

体現形エ

レメント 
409  865 226 55.3 408 183 44.7  457 

著作 608 1,765 133 21.9 491 475 78.1 1,274 

表現形 516 2,731 111 27.4 173 405 78.5 2,558 

 

表 3 実験 2：マッピング先 BF記述の付与実験結果 1 

 実験 2-①：意味分解表現の活用あり 実験 2-②：意味分解表現の活用なし 

 エレメ

ント数 
正解数 正解率 不正解数 

不正解

率 
正解数 正解率 不正解数 

不正解

率 

体現形エ

レメント 
183  84 .459  99 .541 12 .066 171 .934 

著作 475 175 .368 300 .632 40 .084 435 .916 

表現形 405 188 .464 217 .536 42 .104 363 .896 

 

表 4 実験 2：マッピング先 BF記述の付与実験結果 2（実験 2-①：意味分解表現の活用あり） 

 
訓練用データ 

テスト用データ 

合計 正解数 不正解数 

 合計 contribution それ以外  contribution それ以外 contribution それ以外 

体現形エ

レメント 
226 65 161 183 84 0 1 98 

著作 133 41 92 475 171 4 65 235 

表現形 111 13 98 405 186 2 100 117 

 

表 5 実験 3：マッピングの層化 k交差検証結果 

  層化交差検証 1 層化交差検証 2 

 エレメント数 正解率 95%信頼区間 正解率 95%信頼区間 

体現形エ

レメント 
409 .210 [.174, .252] .249 [.210. .294] 

著作 608 .321 [.285, .359] .326 [.290, .364] 

表現形 516 .343 [.303, .385] .192 [.160, .228] 
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研究者ニーズを踏まえた中近世チベット文書に必要なメタデータ要素の特定 

片桐宏道 （慶應義塾大学臨時職員） hiromichikata@keio.jp 

 

【抄録】 中近世チベット文書は様々な要因により公開が遅れてきたが、その総数は膨大であり、今後の公

開・利用に向けてメタデータの整備が課題となっている。そこで本研究は研究者ニーズを踏まえた中近世

チベット文書のメタデータ要素を特定することを目的とする。まずチベット史に関する研究論文を Scopus

から収集し、所定の選定基準に基づいてトピック抽出論文 67 件を選定した。次に抄録からトピックを抽出

し、トピックに対応するメタデータ要素を特定し、研究者ニーズの高いメタデータ要素を明らかにした。 

 

１．研究背景 

1.1 中近世チベット文書を取り巻く状況 

近年、世界各地において文化資源の電子媒体

による公開が急速に進展している。その背景には、

デジタル化技術の発展により資料の電子化およ

び公開が容易になったことが挙げられる。しかし、

それらに付与されるメタデータについては、十分

に整備されていない事例が少なくない。また、メタ

データが付与されていても非構造化データが多

いことや 1、デジタル化に際して、利用者である研

究者視点の必要性が既に指摘されている 2。 

本研究で対象とする中近世チベット文書も、近

年、オンライン上で公開され閲覧が可能となった。

チベット文書を対象とするデジタルアーカイブの

なかで、現在、最も大規模なチベット文書デジタ

ルアーカイブである Digital Tibetan Archives Bonn

（DTAB）では、7 件のアーカイブズ、4,417 件の文

書が公開されている。文書の所蔵機関はチベット

自治区档案館、ダラムサラのチベット文献図書館、

ドイツのベルリン州立図書館など 3 カ国に及ぶ。 

このように中近世チベット文書の一部がオンラ

イン上で閲覧可能となったが、歴史的経緯や様々

な事情により、その大半は依然として未公開のま

まである。既に公開されている情報から、その総

数が相当な規模に達することが明らかとなってい

るだけでなく、多言語文書群であることから、今後、

多分野での利用が想定される。そのため、これら

の文書をいかに整理し、体系的に公開していくか

が課題となっている。しかしながら、現時点におい

ては議論は十分に進展していない。また、DTAB

はチベット文書のデジタル化に関する先駆的な業

績であるが、後述するようにメタデータに少なから

ず課題がある。例えば DTAB は文書の素材に関

するメタデータ要素がないため、絹製の文書だけ

を見たいというニーズに応えることができない。 

一方で、古代チベット文書については公開が

比較的活発に行われており、研究成果も豊富に

ある。しかし、文書の形態や書式、時代的な断絶、

文書数の規模の違いといった要因により、古代チ

ベット文書のメタデータを中近世チベット文書にそ

のまま応用することはできない。現在、中近世チ

ベット文書の大半は未公開ではあるが、将来的な

公開を見据え、中近世チベット文書を対象とする

メタデータの在り方を検討しておく必要がある。 

1.2 研究の目的と方法 

 本研究は、研究者ニーズを踏まえた中近世チベ

ット文書に必要なメタデータ要素の特定を目的と

する。 

研究の手法は、ヨーロッパの中世写本を対象と

する論文 1を参考とした。この先行研究では、研究

者や図書館員が作成した 25 のリサーチクエスチョ

ン（RQ）が、統合データモデルに必要なメタデー

タ要素の特定と、プロジェクトで作成した統合ポー

タルサイトの検証とに用いられている。 RQ は“15

世紀のロンドンでは、どれくらいの数の写本が作ら

れたのか”という比較的簡単なものから、複雑なも

のまで様々である。各 RQ からメタデータ要素をど

のように特定したのか明示的な記述は見られない

が、上記に関して言えば、実際に特定されたメタ

データ要素のうち、作成年月日や作成地といった

要素が該当するものと考えられる。 

本研究では、これを参考にしつつ、研究論文の

抄録から、中近世チベット文書を探索するための

「トピック」を筆者が抽出する方法を採用する。ここ
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でトピックと呼ぶのは、研究論文の RQ とは異なり、

筆者が独自に設定したことを明確化するためであ

る。また、先行研究では、研究者や図書館員がそ

れぞれの関心に沿った RQ を作成したが、本研究

では、特定の研究者だけでなく、さまざまな研究

者のニーズを把握するため、研究論文からトピック

を抽出することとし、その論文をトピック抽出論文

と呼ぶ。トピック抽出を行った目的は、研究に資す

る中近世チベット文書を効果的に探索するために

有用なメタデータ要素を明らかにすることにある。

そのための手段として、実際に中近世チベットの

時代範囲に該当する文書を用いた研究論文を分

析対象とした。なお、チベット文書のアーカイブズ

には、いわゆる一枚紙の文書だけでなく、冊子体、

地図、メモなどが含まれている。したがって、本稿

において「文書」とは、これらを包む広い意味で用

いる。 

 

2. 対象となる研究論文の選定 

2.1 トピック抽出論文 

トピックを抽出する論文は、抄録・引用データベ

ースである Scopus から選定した。その理由は、

本研究では、トピックの抽出に抄録を利用し、また、

研究者ニーズを把握するため、少なくとも 1 回以

上引用されている論文に対象を限定することが適

切だと考えたからである。  

調査対象となる論文は、チベット文書に関する

研究論文のみを対象とするのではなく、ひろくチ

ベット史に関する研究論文から網羅的に収集した。

これは、中近世チベット文書を主題とする研究は

依然として少ないこと、また、中近世チベット文書

は文書研究にのみ利用可能なのではなく、多様

なチベット史研究に利用しうる広がりが想定される

からである。  

Scopus での検索は 2023 年 6 月 30 日に行っ

た。検索項目を「タイトル、抄録、キーワード」に設

定し、検索語「tibetan and history」で検索したとこ

ろ、ヒットした人文学、社会科学の論文、学会発表

論文、学術書は 786 件であった。そこで、この 786

件を対象に、さらに 5 つの選定条件を設定し、絞

り込みを行った。その結果、67 件のトピック抽出論

文を得た。以下、第 1 表に各選定条件と、絞り込

まれた論文数を示す。 

 

研究論文には、歴史学や仏教学だけでなく、

気候学、医学、教育学、言語学といった様々な分

野の論文が含まれている。とくに気候学分野に関

しては、研究対象となる年代範囲が紀元前のもの

も多い。本研究では、中近世チベット文書を利用

しうる研究論文に対象を限定するため、このような

古い年代に関する論文や、現代を対象とする論

文は除外した。さらに、本研究では、中近世チベ

ット文書のメタデータ要素を特定することを目的と

しており、文書の利用が抄録中に明示されていな

い論文は対象外とした。 

以上の手順を経て、チベット史に関する 786 件

の研究論文から選定したトピック抽出論文は 67 件

となった。 

2. 2 トピック抽出論文の概要 

トピック抽出論文 67 件の被引用数の平均は 5.9

であり、中央値は 2 である。トピック抽出論文の出

版年は最も古いもので 1996 年、最新のもので

2022 年である。基本的な傾向として、出版年が古

い論文は少なく、新しい論文は多い。とりわけ

2013 年から 2022 年にかけての 10 年間に出版さ

れた論文が 49 件と全体の約 7 割を占める。 

トピック抽出論文の掲載数が多い順に雑誌名を

第 2 表に示す。掲載回数が 1 回の雑誌名は省略

する。 

 

全 67 件中約半数の 33 件が、掲載回数 1 回の

みの出版物である。本研究では抄録からトピック

を抽出しており、雑誌ごとの抄録の文字数、方針

の違いがトピックにも影響を与える可能性がある。 

選定条件 論文数

Scopusで「Tibetan history」と検索し、人文学、社会科学に限定 786件

引用が1回以上の研究に限定 527件

抄録が付されていない研究は除く 514件

同一著者、同一タイトルは除く 510件

中近世チベット文書の年代範囲（13世紀から20世紀半ば）に限定 266件

文書を利用した研究に限定 67件

第1表　トピック抽出論文の選定条件と論文数

掲載回数 雑誌数 雑誌名

8 1 Inner Asia

7 1 Oriental Studies

Himalaya

Asian Medicine

3 1 Journal of the Royal Asiatic Society

New Research of Tuva

Etudes Mongoles et Siberiennes, Centrasiatiques et Tibetaines

Archiv Orientalni

1 33 〔省略〕

第2表　トピック抽出論文の雑誌名

25

2 3
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3. トピックの抽出 

3.1 トピック抽出の方針 

67 件の論文の抄録から、論文で利用されてい

る、あるいは研究課題の解決、研究目的の達成に

必要となる中近世チベット文書を探索するための

トピックを抽出する。本研究のトピックは、先行研

究の RQ とは異なり、各トピックが１つのメタデータ

要素と対応するよう、細かく設定する。さらに、抽

出されたトピックから、そのトピックに対応するメタ

データ要素を考える。 

3.2 トピック抽出手順からの抽出例 

トピック抽出論文 No. 6 は、Karl. E. Ryavec が

2001 年に Geographical Journal に発表した「中央

チベットにおける土地利用/被覆変化、c. 1830-

1990：歴史的なチベットの土地法令を研究するた

めの GIS 方法論の開発」というタイトルの論文であ

る 3。被引用数は 16 回と多い。以下、この論文に

付された抄録を訳出する。 

本研究では、中央チベットの耕作地に関する

歴史的なチベット税関連データを GIS を用い

て分析し、現代のパターンと比較した。1830

年に作成された①チベットの土地法令には、

②中央チベットの 57 地区における③土地課

税単位の集計データが含まれている。本研

究の目的は、これらのデータを歴史地理学

的研究に活用するための GIS 手法を開発す

るとともに、④1830 年から 1990 年の間の耕

作地面積のおおよその変化を明らかにする

ことである。チベットの伝統的な租税データ

は、地球規模の変動の人間的側面を研究す

るためにチベット高原地域の歴史的土地被

覆データベースを構築する現在の取り組み

にとって重要である。 

資料に対するこの論文のアプローチは、1830 

年から 1990 年にかけての耕作地面積の変化を

明らかにするために、土地の課税や法律に関す

る文書を探すことにある。抄録から抽出したトピッ

クとメタデータ要素を第 3 表に示す。 

 

なお、Ramble(2018)は、チベットのブックレット

（冊子体）をデプテルと呼び、“納税や債務、祭祀

のための寄進、法律書など、何らかの記録として

用いられることが多い”と述べる 4。よって、冊子体

を探すためのトピックを作成した。 

 

4. 研究者ニーズの高いメタデータ要素 

4.1 トピック抽出の結果とメタデータ要素 

トピック抽出論文からトピックの抽出を行った結

果を第 4 表に示す。 

 

全 67 件のトピック抽出論文から抽出されたトピ

ック数は合計で 978 件であり、論文 1 件から抽出

されたトピック数の平均は 14.6 であった。また、各

トピックに対応するメタデータ要素を集計したとこ

ろ全部で 46 件であった。 

トピック抽出論文から抽出されたメタデータ要素

まとめたものが以下の第 5 表である。メタデータ要

素は、抽出した論文数が多い順に並べる。 

第 1 位の「作成年月日」、第 2 位の「作成者」、

第 3 位の「ジャンル」といった上位 3 件のメタデー

タ要素は、7 割を超える論文から抽出された。トピ

ック数で比較すると、上位 3 件は、第 1 位が「作成

者」、第 2 位が「作成年月日」、第 3 位が「作成地」

の順である。 

また、出現頻度としては上位ではないが、表中

に「*」を付した第 13 位の「系統」、第 20 位の「冒

頭句」、第 27 位の「翻訳者」および「スポンサー」

など、チベット文書に特有のメタデータ要素も抽

出された。これは、このようなメタデータ要素に対

する研究者のニーズも少なからず存在しているこ

とを明確に示している。 

4.2. 既存スキーマやデジタルアーカイブとの比較 

本研究において明らかとなった研究者のニー

ズを踏まえた中近世チベット文書に必要なメタデ

ータ要素と、既存のメタデータスキーマおよびデ

ジタルアーカイブとの比較検討を行った。比較対

象としては、アーカイブズ記述の国際標準である

である ISAD(G)第 2 版、EAD3 をメタデータスキー

トピック 要素
① チベットの土地法令を探せるか ジャンル
② 中央チベットで作成された文書を探せるか 作成地
③ 土地法令に記された課税関連データを探せるか 研究データ
④ 1830年から1990年にかけて作成された文書を探せるか 作成年月日
課税や法律などを記録した冊子体を探せるか 形態

第3表　論文No. 6から抽出されたトピックとメタデータ要素

トピック抽出論文数 67
トピック数 978
論文1件から抽出されたトピック数の平均 14.6
メタデータ要素数 46

第4表　トピック抽出論文のトピック数と要素数
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マの代表例として選定し、さらにデジタルアーカイ

ブの事例としては、最も豊富なメタデータを収集・

提供している DTAB を採用した。なお、比較検

討の対象から Records in Contexts（RiC）を除外し

た。これは、RiC が資料間の関係性を中心とした

枠組みを採用しており、固定的な項目を前提とし

た他のモデルとの直接的な比較には適さないと判

断したからである。以下に、その比較結果を第 6

表として示す。対応する要素のうち、直接的な関

連性は認められないものの、代理的に記述可能

であると判断したものについては「△」を付して示

した。 

第 6 表からも明らかな通り、本研究において明

らかとなった研究者のニーズに基づくメタデータ

要素を網羅的に満たす既存のメタデータスキーマ

やデジタルアーカイブは、現時点では存在しない。 

既存のスキーマは、研究者ニーズの高い要素

の上位項目についてはほぼ対応可能であるもの

の、チベット文書に特有のメタデータ要素、すなわ

ち系統、冒頭句、翻訳者、印影に関する情報など

は十分に記述することが困難であることが明らかと

なった。 

 

デジタルアーカイブは、印影に関するメタデー

タ要素が比較的充実しており、この点はチベット

文書の特徴を踏まえた設計であると考えられる。

しかし、研究者ニーズの上位に位置づけられるメ

タデータ要素は十分に備わってはいない。今後

のデジタルアーカイブの構築においては、専門的

な要素に加え、より広範な利用を想定した一般的

な要素にも配慮したメタデータ設計が求められる。 
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順位 メタデータ要素 該当する論文数 67件に占める割合 トピック数
1 作成年月日 56 84% 109
2 作成者 52 78% 167
3 ジャンル 50 75% 89
4 作成地 44 66% 104
5 概要 36 54% 51
6 言語 23 34% 54
7 タイトル 23 34% 38
8 形態 20 30% 24
9 制作方法 18 27% 21
10 構成 17 25% 25
11 所蔵機関 17 25% 21
12 数量 16 24% 22
*13 系統 15 22% 24
14 キーワード 15 22% 21
15 関連資料 14 21% 19
16 イベント 13 19% 17
17 研究 13 19% 15
18 来歴 9 13% 11
19 受信者 8 12% 36
*20 冒頭句 8 12% 11
21 装飾・図版 8 12% 10
22 コレクション 8 12% 8
23 研究データ 7 10% 8
24 翻訳 7 10% 7
25 物的特徴 5 7% 6
26 翻刻 5 7% 5
*27 翻訳者 4 6% 4
27 空白 4 6% 4
*27 スポンサー 4 6% 4
30 素材 3 4% 5
30 旧蔵者 3 4% 5
32 文字 3 4% 4
32 出版情報 3 4% 4
34 写真画像 3 4% 3
34 公開 3 4% 3
34 印刷所 3 4% 3
37 版 2 3% 2
37 請求記号 2 3% 2
37 刊記・奥書 2 3% 2
37 インク 2 3% 2
41 印文 1 1% 2
41 印影の所有者 1 1% 2
43 翻訳年月日 1 1% 1
43 生産地 1 1% 1
43 書体 1 1% 1
43 印影の文字 1 1% 1

67 100% 978

第5表　トピック抽出論文から抽出されたメタデータ要素

合計

順位 メタデータ要素 ISAD(G)第2版 EAD3 DTAB
1 作成年月日 ○ ○ ○
2 作成者 ○ ○ ○
3 ジャンル △ ○ ○
4 作成地 △ ○ ○
5 概要 ○ ○ ×
6 言語 ○ ○ ○
7 タイトル ○ ○ ○
8 形態 ○ ○ ×
9 制作方法 △ ○ ×
10 構成 ○ ○ ×
11 所蔵機関 ○ ○ ○
12 数量 ○ ○ ×
13 系統 × × ×
14 キーワード × ○ ×
15 関連資料 ○ ○ ×
16 イベント × ○ ×
17 研究 ○ ○ ×
18 来歴 ○ ○ ×
19 受信者 × × ○
20 冒頭句 × × ×
21 装飾・図版 × × ×
22 コレクション ○ ○ ○
23 研究データ × × ×
24 翻訳 △ × ×
25 物的特徴 ○ ○ ×
26 翻刻 × × ○
27 翻訳者 × × ×
27 空白 × × ×
27 スポンサー × ○ ×
30 素材 △ ○ ×
30 旧蔵者 ○ ○ ×
32 文字 ○ ○ ○
32 出版情報 ○ ○ ×
34 写真画像 × ○ ○
34 公開 ○ ○ ×
34 印刷所 × × ×
37 版 × ○ ×
37 請求記号 ○ ○ ○
37 刊記・奥書 × × ×
37 インク △ ○ ×
41 印文 × × ○
41 印影の所有者 × × ×
43 翻訳年月日 × × ×
43 生産地 × × ×
43 書体 ○ ○ ○
43 印影の文字 × × ○

第6表　既存のメタデータスキーマ・デジタルアーカイブとの比較
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公⽴図書館が電⼦書籍・電⼦図書館サービスに想定する役割・機能に関する予備的検討 
 

間部豊（帝京平成⼤学）y.mabe@thu.ac.jp 
 

本研究は公⽴図書館において⾏われている電⼦書籍・電⼦図書館サービスの役割・機能につい
て公⽴図書館における認識を明らかにするために必要な情報を把握する予備的な研究である。
本研究では公⽴図書館 8 館を対象に半構造化インタビューまたは⽂書調査を⾏った。それらの
結果を研究⽬的にある 3 つの視点に基づいて分析し，それぞれ求められる情報について分析・
整理を⾏った。 

 
1. 研究の背景と⽬的 
 本研究の⽬的は公⽴図書館において⾏われ
ている電⼦書籍・電⼦図書館サービスについて，
(1)公⽴図書館が考える役割・機能に関する情
報，(2)電⼦書籍・電⼦図書館サービスの実態
を把握するために必要と考える情報，(3)住⺠
が求めている役割・機能を把握するために必要
な情報を明らかにするための予備的な情報を
収集し，その要素を明らかにすることである。 

なお，本研究における電⼦書籍・電⼦図書館
サービスは①公⽴図書館向けの商業⽤電⼦書
籍と②公⽴図書館が⾃館で作成した独⾃の電
⼦書籍を提供するサービスを指すものとする。 
 
2. 研究⽅法 
 はじめに 2025 年 4 ⽉現在において電⼦書
籍・電⼦図書館サービスを⾏っている公⽴図書
館の中から設置⺟体別に調査対象を抽出した。
内訳は都道府県⽴図書館 3 館，政令市⽴図書館
2 館，市⽴図書館 3 館である。 

調査は質問紙による事前調査と半構造化イ
ンタビューにより実施した。調査期間は 2025
年 5 ⽉〜10 ⽉であり，インタビュー対象者は
対象館の電⼦書籍・電⼦図書館サービスの導⼊
や現在の運⽤に携わる政策・実務担当者とした。
インタビューの質問事項は別表 1 の通りであ
る。質問は表記の 4 項⽬についてそれぞれ質問
の観点に沿って⾏った。またインタビュー調査 

別表 1 
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の受⼊が困難な場合には調査内容を質問紙形
式に整えて実施し，⽂書で回答を得た。  

次に得られた結果から(1)図書館が考える役
割・機能に関する情報，(2)電⼦書籍・電⼦図書
館サービスの実態を把握するために必要と考
える情報，(3)住⺠が求めている役割・機能を
把握するために必要な情報として考えられる
要素を抽出し，これを類型化した。 
 
3. 調査結果 
3.1. 公⽴図書館が考える電⼦書籍・電⼦図書

館サービスの役割・機能に関する情報 
 回答は主に(1)利⽤実態，(2)電⼦書籍・電⼦
図書館サービスの機能・役割，(3)電⼦書籍の
機能・役割，(4)資料選択，(5)サービスの評価
に分けられた。ここでは(3) ・(4)について取り
上げる。 

「(3)電⼦書籍・電⼦図書館サービスの機能・
役割」として挙げられたものは⼤きく 7 つであ
る。具体的には①コロナウイルス感染症対策，
②⾮来館型サービスの実施，③DX対応，④児
童サービス，⑤障害者サービス，⑥利⽤者年齢
層別のサービス，⑦政策的事項である。 

①コロナウイルス感染症対策及び②⾮来館
型サービスの実施に関しては既存の調査にお
いても多くの図書館が挙げており 1）2），事前の
予測に沿った回答であった。③DX対応に関し
ては ICT を活⽤したサービスの実施や，所蔵
資料・⽂書のデジタル化による保存と利⽤の両
⽴などが挙げられた。 
④児童サービスでは，電⼦書籍・電⼦図書館

サービス実施にあたって「当初から児童・⽣徒
に⽤いてもらうことをねらい」としていた図書
館があったほか，デジタル化した資料を「教育
⽬的で⽤いてもらうこと」を念頭に置いている
図書館があった。また⑤障害者サービスに関し
ては，読書バリアフリー対応や⾳声読み上げに
よる読書環境の提供を挙げる図書館がある⼀

⽅，サービス実態として電⼦書籍・電⼦図書館
サービス担当と障害者サービス担当において
連携が取れていないという事例もあった。 
⑥利⽤者年齢層別のサービスに関しては，⾼
齢者向けサービスや，図書館の利⽤が少ない若
年層向けサービスとしての期待，利⽤者層の拡
⼤などが挙げられた。⑦政策的事項に関しては
導⼊の経緯に関するものが挙げられていた。例
えば住⺠に対する意識調査の中で電⼦書籍サ
ービスを求める声が多かったというケースや，
指定管理者として受託するためのアピールポ
イントとして電⼦書籍・電⼦図書館サービスを
提案したケースもあった。 

また「(4) 電⼦書籍の機能・役割」として挙
げられたものは⼤きく 6つである。具体的には
①読み上げ機能，②拡⼤機能，③書き込み機能，
④全⽂検索機能，⑤印刷資料との利⽤の棲み分
け，⑥資料管理である。 
 ①読み上げ機能・②拡⼤機能に関しては読書
バリアフリー対応に関連して注⽬されていた
機能であり，事前の予測に沿った回答であった。 
③書き込み機能に関しては，資格本を⽤いて

学習したい利⽤者が⾃⾝の解答を資料に書き
込むことができるといった例が挙げられてい
た。印刷書籍では否定的な資料に対する書き込
みであるが，電⼦書籍は利⽤期間中のみ資料に
書き込みが可能であり「返却時には書き込みが
⾃動的に消去される点が優れている」という声
があった。⼀⽅で電⼦書籍の優位性と考えられ
る④本⽂の全⽂検索機能については利⽤実態
が把握できないこと，図書館職員が業務におい
て使⽤する際においてもほとんど⽤いていな
いという回答があった。 
⑤印刷資料との利⽤の棲み分けに関しては，
印刷書籍よりも電⼦書籍の⽅が適していると
いう声があった。具体的には旅⾏ガイドなどス
マホやタブレットで参照する⽅が使いやすい
という例が挙げられていた。 
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また⑥資料管理に関しては，貸出返却がオン
ラインで完結しているため延滞やそれに伴う
督促が発⽣しないこと，劣化・汚破損・紛失の
恐れがないこと，物理的な収蔵スペースが不要
であることなどが挙げられた。これら電⼦書籍
としての優位性が挙げる反⾯，電⼦書籍の操作
性の悪さから拡⼤機能や電⼦しおりが活⽤さ
れていないという回答もあった。 
3.2. 電⼦書籍・電⼦図書館サービスの実態を

把握するために必要と考える情報 
 回答は主に(1)量的情報，(2)質的情報に 2 つ
に分けられた。 
 「(1)量的情報」として挙げられたのは主に
①蔵書統計，②利⽤統計，③予算の 3 つである。 
 ①蔵書統計に関しては蔵書数全体の数値に
加えて，分類別所蔵数などが挙げられた。 

また②利⽤統計に関しては，⼤きく資料に関
するものと利⽤者に関するものに分けられた。
資料に関する量的情報では閲覧数・貸出数など
利⽤回数を図る数値が挙げられており，それぞ
れ分類別・ジャンル別の数値も求められていた。
またタイトル別の利⽤回数や，独⾃作成資料の
利⽤回数，貸出回数0 回の資料数，⽇別利⽤数，
年齢別利⽤数（率）などが挙げられていた。そ
の他，予約を受けている図書館においては予約
数が挙げられていた。 

利⽤者に関する量的情報では利⽤⼈数のほ
か，プラットフォーム閲覧者数，複数回利⽤す
る利⽤者数（継続利⽤者数）が挙げられていた。
またこれらの量的情報を⽤いて貸出率（貸出者
数/プラットフォームアクセス数）や蔵書回転
率を把握したいという声もあった。 
 「(2)質的情報」として挙げられたのは主に
①資料選択，②資料提供⽅法，③利⽤者に関す
ること，④利⽤環境，⑤利⽤者からの反応・意
⾒聴取，⑥利⽤者満⾜度，⑦他の図書館の情報，
⑧広報に関することの 8つである。 
 ①資料選択に関しては，収集⽅針・選書基準・

選書ツールに関する情報や，ライセンス切れ資
料の扱いなどが挙げられていた。また利⽤者の
ニーズがあるジャンルは何かという情報が多
くの図書館で求められていることが明らかに
なった。②資料提供⽅法に関しても「どのよう
なジャンルの特集を組むことで利⽤が促進さ
れるのか」という観点の回答であったことから，
利⽤者の関⼼のあるジャンルを把握したいと
いう情報要求が強いことが明らかになった。 
 ③利⽤者に関することでは継続利⽤率や，資
料の利⽤者が新規利⽤者なのか継続利⽤者な
のか判別したいという声があった。また④利⽤
環境に関してはどのような媒体から利⽤して
いるのか，資料の利活⽤の⽅法などについて知
りたいということが挙げられていた。 
 ⑤利⽤者の反応に関しては，アンケート調査
やヒアリング調査を通じて利⽤者の反応・意⾒
を知りたいということが挙げられていた。また
⑥利⽤者満⾜度については電⼦書籍・電⼦図書
館サービスに対する満⾜度や，利⽤者の年齢な
ど属性別の満⾜度などが図りたいという声が
あった。 
⑦他の図書館の情報に関しては電⼦書籍の
位置付けや電⼦書籍・電⼦図書館サービスの⽬
標といったこと，サービス運⽤に関する情報，
学校連携に関する課題などが挙げられたほか，
都道府県⽴図書館からは域内⾃治体からの意
⾒聴取の必要性などが挙げられていた。また⑧
広報に関しては利⽤者や図書館外への周知⽅
法や利⽤者層の拡⼤⽅法，どうやったら利⽤し
てもらえるかといった利⽤促進に関する声が
挙げられていた。 
3.3. 住⺠が求めている役割・機能を把握する

ために必要な情報 
 回答は主に(1)利⽤実態に関すること，(2)要
望に関すること，(3)調査⽅法，(4)調査項⽬の
4 つが挙げられた。ここでは(2)・(3)・(4)につ
いて取り上げる。 
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「(2)要望」に関して挙げられたことは，主
に①住⺠・利⽤者からの直接的な要望と，②図
書館が利⽤者の要望を把握するための情報の
2 つである。 

①利⽤者から直接寄せられた要望として，シ
ステム機能に関して操作性の向上やオンライ
ンによる利⽤登録の実現といった声があった。
また資料に関して提供資料数の増加やもっと
豊富な種類の情報を求める声や，⽂芸など特定
ジャンルの資料の充実を求める声があった。ま
た②図書館が利⽤者の要望を把握するための
情報に関しては利⽤者からのフィードバック
機能や資料のレビュー機能を求める声や，
LINE など SNS アプリから電⼦書籍・電⼦図
書館サービスに⼊る機能のような「システム機
能により利⽤者の利便性やニーズを把握する
⼿段」を求める声が挙げられていた。 

「(3)調査⽅法」に関しては，①実施⽅法と
してアンケート調査・ヒアリング調査を⾏うこ
と，②調査実施の対象者を設定する際には図書
館未利⽤者を含めるべきではないかというこ
とが挙げられていた。 

また具体的な「(4)調査項⽬」として挙げら
れたことは，①資料に関すること，②利⽤に関
すること，③利⽤者に関することの 3 つであ
る。①資料に関しては，利⽤者がどのようなジ
ャンルに関⼼があるのか，どのように情報を提
⽰したら利⽤されるのかといった利⽤者ニー
ズに関する情報の把握が挙げられた。また電⼦
書籍ならではの需要や，⾳声読み上げなど聞く
読書に対する関⼼度を把握したいということ
が挙げられていた。 

②利⽤に関しては電⼦書籍・電⼦図書館サー
ビスが提供している機能をどの程度求めてい
るのか，利⽤にあたりどのような機能が求めら
れているのかといった「システム機能に関する
需要」を測りたいという声や，電⼦書籍・電⼦
図書館サービスを利⽤しない層に対して，利⽤

しない理由を知りたいという声もあった。 
また③利⽤者に関することとして，年齢や属
性に応じたニーズを把握したいといったこと
や，利⽤者個⼈の電⼦書籍の利⽤実態について
購⼊している資料のジャンルや利⽤実態を知
りたいという声もあった。その他の回答として，
住⺠が求めている役割・機能を把握するために
必要な情報が「特にない」という回答もあった。 
 
4. 今後の課題 
 今回の調査では図書館側が考える電⼦書籍・
電⼦図書館サービスの役割・機能，電⼦書籍の
役割・機能，住⺠が求めている役割・機能を把
握するために必要な情報などを調べるために
はどのような要素が挙げられるのかを明らか
にした。 
今後はこの結果を基に，図書館側の電⼦書

籍・電⼦図書館サービスに関する認識について
質問紙による全国調査の設計を⾏い，実施する
予定である。あわせて得られた結果の中から特
徴的な意⾒・事例を持つ図書館に対してインタ
ビュー調査を実施することを検討している。 
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2025年度『学会賞』選考結果 

学会賞選考委員長 

安形麻理 

 

 三田図書館・情報学会賞は，会誌である Library and Information Scienceに掲載された優れ

た論文に与えられる賞です。本年度は，92号，93号に掲載された原著論文 3編を対象に選

考を行いました。さまざまな観点から厳正な審査を行った結果，以下の論文を学会賞として

選考いたしました。 

 

小川潤. (2025). 「行行（ Activity）」概念に基づく歴史研究プロセス構造化オントロジーの検

討：歴史研究の再現性・再検証性の確保に向けて. Library and Information Science. 93, 1-22. 

 

[授賞理由] 

本論文は，歴史研究のデジタル化とデータ構造化において，行問いの設定，収集，解釈，

叙述」に至る歴史研究のプロセスを包括的に研究対象とし，それをデータとして構造化する

新たなオントロジーを提案するという意欲的なものである。研究プロセスを行行（ Activity）」

概念に基づいて捉え直し，「行問題設定」行収集」行資料批判」行資料解釈」行総合・連結」行叙述」

という 6つの具体的な行（として体系的に定義した。 

本研究が提案する構造化オントロジーは，事物の生成と来歴を記述する標準モデルであ

る PROV Ontology を基本参照モデルとしつつ，歴史研究という特定ドメインの知識を精緻

に記述すべく設計されている。これにより，暗黙知とされがちだった研究の各プロセスにお

いて，どのような知識やデータが生成されたかの記述を可能にした。1件の歴史研究論文を

対象とした事例研究では，その記述から提案モデルに基づき構築したデータに SPARQL 検

索を実行することで，特定の歴史叙述と根拠となる知識，典拠資料の連関を機械的に抽出で

きることを示し，歴史研究の再現性・再検証性の確保に向けた有用性を確認した。 

他方，いくつかの課題も残る。第一に，歴史研究を一連の固定的な行（の集合として定義

しているため，研究プロセスの動的，相互作用的な側面が考慮されていない。学術コミュニ

ケーションに関する研究成果を参照することにより，今後の発展が期待される。第二に， 2

人の歴史家の文献における記述にのみ依拠して研究プロセスを整理しているが，多様な研究

プロセスをふまえて拡充することが可能であろう。第三に，有効性の検証が，筆者自身の歴

史研究論文を事例に行われている点である。これは，暗黙知も記述するという目標からする

と一定の意義をもつが，その妥当性や客観的評価には他者の研究プロセスへの適用を通じ

た検証が求められる。すなわち，本構造化モデルが歴史研究の再現性・再検証性を確保する

ための実現可能なオントロジーとして機能し得るのかという，本研究の意義に関わる課題

だといえる。 

しかしながら，こうした課題は，本論文の意義を大きく損なうものではなく，研究プロセ

スを構造化して記述するという新しい研究領域を切り拓くものとして，今後の研究の発展へ

の期待も込めて，学会賞に値すると判断した。 
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2025 年度「ベスト・プレゼンテーション賞」選考結果 

 

プログラム委員会 

 

ベスト・プレゼンテーション賞は，研究大会における口頭発表の中から，優れた発表者を

選び表彰するものです。 

発表者は，口頭発表では，決められた時間の中で，研究の内容を正確に伝え，また，聞き

手にわかりやすいよう細部まで行き届いた配慮をし，説明する必要があります。こうしたプ

レゼンテーションに対する意識を高めること，さらにその技能の向上を目指してこの賞を

設けました。 

2025 年度は，学生・大学院生としての所属を明示した登壇発表者を対象に，研究内容と

プレゼンテーション技法の両方の評価に基づき，プログラム委員の合議により，以下の通り

授賞者を選出しました。 

 

2025年度ベスト・プレゼンテーション賞受賞者： 

関根 博子君（慶應義塾大学大学院） 

発表題目：英米における視覚障害者への情報サービス提供のための法制度および政策

等の歴史的変遷 

 

 

近年図書館において重要なテーマの一つとなりつつある視覚障害者への情報サービス提

供について、英米の法制度等に関する歴史的変遷を 4 期に区分してわかりやすく適切にま

とめていました。さらに、発表時間を厳守し質疑応答も的確に行なっていたことなど、プレ

ゼンテーションの技法と態度においても優れていたものと評価されました。今後さらなる

研究の発展を期待します。 
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